
《参考》
「特定非営利活動促進法に係る諸手続きの
手引き（令和３年６月）」の一部変更について

内閣府政策統括官（共生・共助担当）付

参事官（共助社会づくり推進担当）



令和４年９月１日変更

 令和４年９月１日から「組合等登記令」の一部が改正・施行され、これまでＮＰＯ法人の設

立の認証等においては、すべての事務所の所在地で登記が必要とされていたところ、従た

る事務所の所在地における登記が不要となりました。

令和７年６月１日変更

 令和７年９月１日から「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に

関する法律」の一部が施行され、懲役及び禁錮は拘禁刑に代わることとなりました。

これらを受けて、「特定非営利活動促進法に係る諸手続きの手引き（令和３年６月）」の一部を

変更しました。手引きのご利用にあたっては、本資料についてもご参照ください。
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第一章 総則 
 

（目的） 
第一条 この法律は、特定非営利活動を行う団体に法人

格を付与すること並びに運営組織及び事業活動が適

正であって公益の増進に資する特定非営利活動法人

の認定に係る制度を設けること等により、ボランティ

ア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活

動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、も

って公益の増進に寄与することを目的とする。 
 

（定義） 
第二条 この法律において「特定非営利活動」とは、別

表に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ

多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする

ものをいう。 
２ この法律において「特定非営利活動法人」とは、特

定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号

のいずれにも該当する団体であって、この法律の定め

るところにより設立された法人をいう。 
一 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目

的としないものであること。 
イ 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さ

ないこと。 
ロ 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の

三分の一以下であること。 
二 その行う活動が次のいずれにも該当する団体であ

ること。 
イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者

を教化育成することを主たる目的とするものでな

いこと。 
 
ロ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反

対することを主たる目的とするものでないこと。 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
※第一～第三十九は所轄庁が条例等で定める事項につい

て示したものです。詳細については、所轄庁にご確認

ください。 
 
※※     は、関係法令についての参考事項を示し

たものです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

●法第二条二項二号ロの「政治上の主義」とは、○○主義と

いわれるような、政治によって実現しようとする基本的、

恒常的、一般的な原理や原則を指すと解されるので、例え

ば、自然保護あるいは老人福祉対策といった具体的な政策

提言型のＮＰＯ法人の活動については、政治によって具体

的な政策を実現しようとするものであり、政治上の主義の

推進には当たりません。 

✔令和７年６月１日から「刑法等の一部を改正する

法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律」

の一部が施行されたことを受けて、「特定非営利活動

促進法に係る諸手続きの手引き(令和３年６月)」のｐ

２９４～について更新しました。 
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ハ 特定の公職（公職選挙法（昭和二十五年法律第

百号）第三条に規定する公職をいう。以下同じ。）

の候補者（当該候補者になろうとする者を含む。

以下同じ。）若しくは公職にある者又は政党を推

薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的

とするものでないこと。 
３ この法律において「認定特定非営利活動法人」とは、

第四十四条第一項の認定を受けた特定非営利活動法人

をいう。 
４ この法律において「特例認定特定非営利活動法人」

とは、第五十八条第一項の特例認定を受けた特定非営

利活動法人をいう。 
 

第二章 特定非営利活動法人 
 
第一節 通則 
 

（原則） 
第三条 特定非営利活動法人は、特定の個人又は法人そ

の他の団体の利益を目的として、その事業を行っては

ならない。 
２ 特定非営利活動法人は、これを特定の政党のために

利用してはならない。 
 

（名称の使用制限） 
第四条 特定非営利活動法人以外の者は、その名称中に、

「特定非営利活動法人」又はこれに紛らわしい文字を

用いてはならない。 
 
（その他の事業） 

第五条 特定非営利活動法人は、その行う特定非営利活

動に係る事業に支障がない限り、当該特定非営利活動

に係る事業以外の事業（以下「その他の事業」という。）

を行うことができる。この場合において、利益を生じ

たときは、これを当該特定非営利活動に係る事業のた

めに使用しなければならない。 
２ その他の事業に関する会計は、当該特定非営利活動

法人の行う特定非営利活動に係る事業に関する会計か

ら区分し、特別の会計として経理しなければならない。 
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（住所） 
第六条 特定非営利活動法人の住所は、その主たる事務

所の所在地にあるものとする。 
 

（登記） 
第七条 特定非営利活動法人は、政令で定めるところに

より、登記しなければならない。 
２ 前項の規定により登記しなければならない事項は、

登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗する

ことができない。 
 

（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準

用） 
第八条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

（平成十八年法律第四十八号）第七十八条の規定は、

特定非営利活動法人について準用する。 
 

（所轄庁） 
第九条 特定非営利活動法人の所轄庁は、その主たる事

務所が所在する都道府県の知事（その事務所が一の指

定都市（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）

第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下

同じ。）の区域内のみに所在する特定非営利活動法人

にあっては、当該指定都市の長）とする。 
 

第二節 設立 
 

（設立の認証） 
第十条 特定非営利活動法人を設立しようとする者は、

都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、

次に掲げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出し

て、設立の認証を受けなければならない。 
 

一 定款 
二 役員に係る次に掲げる書類 
イ 役員名簿（役員の氏名及び住所又は居所並びに

各役員についての報酬の有無を記載した名簿をい

う。以下同じ。） 
ロ 各役員が第二十条各号に該当しないこと及び第

二十一条の規定に違反しないことを誓約し、並び

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一 設立の認証申請について 
１ 法第十条第一項の認証を受けようとする者は、同項

各号に掲げる書類を添付した所定の様式による申請書

を【知事・市長】に提出する旨の条例を定めることに

なります。 
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に就任を承諾する書面の謄本 
 
ハ 各役員の住所又は居所を証する書面として都道

府県又は指定都市の条例で定めるもの 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三 社員のうち十人以上の者の氏名（法人にあっては、

その名称及び代表者の氏名）及び住所又は居所を記

載した書面 
四 第二条第二項第二号及び第十二条第一項第三号に

該当することを確認したことを示す書面 
五 設立趣旨書 
六 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本 
七 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
２ 法第十条第一項第二号ハに規定する条例で定める書

面について、次に掲げるとおりとする旨の条例を定め

ることとなります。 
一 当該役員が住民基本台帳法（昭和四十二年法律第

八十一号）の適用を受ける者である場合にあっては、

同法第十二条第一項に規定する住民票の写し又は住

民票に記載をした事項に関する証明書  
二 当該役員が一に該当しない者である場合にあって

は、当該役員の住所又は居所を証する権限のある官

公署が発給する文書 
３ ２二に掲げる書面が外国語で作成されているとき

は、翻訳者を明らかにした訳文を添付する旨を定める

ことができます。 
４ ２一及び二に掲げる書面については、申請の日前六

月以内に作成されたものとする旨を定めることができ

ます。 
５ ２の規定にかかわらず、【知事が住民基本台帳法第三

十条の十一第一項の規定により地方公共団体情報シス

テム機構から当該役員に係る機構保存本人確認情報の

提供を受けるとき又は同法第三十条の十五第一項の規

定により都道府県知事保存本人確認情報を利用すると

き・市長が住民基本台帳法第三十条の十第一項又は第

三十条の十二第一項の規定により地方公共団体情報シ

ステム機構から当該役員に係る機構保存本人確認情報

の提供を受けるとき】については、１の申請書には、

２一に掲げる書面を添付することを要しない旨を定め

ることができます。 
※なお、当該情報から個人番号を除くなど適宜対応く

ださい。 
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八 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書

（その行う活動に係る事業の収益及び費用の見込み

を記載した書類をいう。以下同じ。） 
 

２ 所轄庁は、前項の認証の申請があった場合には、遅

滞なく、その旨及び次に掲げる事項をインターネット

の利用その他の内閣府令で定める方法により公表する

とともに、同項第一号、第二号イ、第五号、第七号及

び第八号に掲げる書類（同項第二号イに掲げる書類に

ついては、これに記載された事項中、役員の住所又は

居所に係る記載の部分を除いたもの。第二号において

「特定添付書類」という。）を、申請書を受理した日

から二週間、その指定した場所において公衆の縦覧に

供しなければならない。 
 一 申請のあった年月日 
 二 特定添付書類に記載された事項 

 
３ 前項の規定による公表は、第十二条第一項の規定に

よる認証又は不認証の決定がされるまでの間、行うもの

とする。 
 
４ 第一項の規定により提出された申請書又は当該申請

書に添付された同項各号に掲げる書類に不備があると

きは、当該申請をした者は、当該不備が都道府県又は

指定都市の条例で定める軽微なものである場合に限

り、これを補正することができる。ただし、所轄庁が

当該申請書を受理した日から一週間を経過したとき

は、この限りでない。 
 
 
 
 
 
（定款） 

第十一条 特定非営利活動法人の定款には、次に掲げる

事項を記載しなければならない。 
一 目的 
二 名称 
三 その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営

利活動に係る事業の種類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
（公表の方法） 
第一条 特定非営利活動促進法（以下「法」という。）

第十条第二項の内閣府令で定める方法は、インターネ

ットの利用とする。ただし、インターネットの利用に

代えて、公報に掲載する方法により公表することがで

きる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
６ １の申請書に添付する法第十条第一項各号に掲げる

書類のうち、同項第一号、第二号イ、第五号、第七号

及び第八号に掲げるものには、それぞれ副本一通を添

える旨を定めることができます。 
 
第二 公表及び縦覧について 
１ 法第十条第二項（法第二十五条第五項及び法第三十

四第五項において準用する場合を含む。２において同

じ。）の規定による公表について、インターネットの利

用により行う旨を定めることができます。 
２ 法第十条第二項の公衆の縦覧について、■■におい

て行う旨を定めることができます。 
 
 
 
 
 
第三 縦覧期間中の補正について 
１ 法第十条第四項に規定する条例で定める軽微なもの

について、内容の同一性に影響を与えない範囲のもの

であり、かつ、客観的に明白な誤記、誤字又は脱字に

係るものとする旨の条例を定めることとなります。 
２ 法第十条第四項の規定による補正を行う場合、補正

後の申請書又は書類（同条第一項第一号、第二号イ、

第五号、第七号及び第八号に掲げる書類については副

本一通を添えるものとする。）を添付した所定の様式に

よる補正書を【知事・市長】に提出する旨を定めるこ

とができます。 
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四 主たる事務所及びその他の事務所の所在地 
五 社員の資格の得喪に関する事項 
六 役員に関する事項 
七 会議に関する事項 
八 資産に関する事項 
九 会計に関する事項 
十 事業年度 
十一 その他の事業を行う場合には、その種類その他

当該その他の事業に関する事項 
十二 解散に関する事項 
十三 定款の変更に関する事項 
十四 公告の方法 

２ 設立当初の役員は、定款で定めなければならない。 
３ 第一項第十二号に掲げる事項中に残余財産の帰属す

べき者に関する規定を設ける場合には、その者は、特

定非営利活動法人その他次に掲げる者のうちから選定

されるようにしなければならない。 
一 国又は地方公共団体 
二 公益社団法人又は公益財団法人 
三 私立学校法（昭和二十四年法律第二百七十号）第

三条に規定する学校法人 
四 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第二

十二条に規定する社会福祉法人 
五 更生保護事業法（平成七年法律第八十六号）第二

条第六項に規定する更生保護法人 
 
（認証の基準等） 

第十二条 所轄庁は、第十条第一項の認証の申請が次の

各号に適合すると認めるときは、その設立を認証しな

ければならない。 
一 設立の手続並びに申請書及び定款の内容が法令の

規定に適合していること。 
二 当該申請に係る特定非営利活動法人が第二条第二

項に規定する団体に該当するものであること。 
三 当該申請に係る特定非営利活動法人が次に掲げる

団体に該当しないものであること。 
イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律（平成三年法律第七十七号）第二条第

二号に規定する暴力団をいう。以下この号及び第

四十七条第六号において同じ。） 
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ロ 暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構

成員を含む。以下この号において同じ。）若しく

は暴力団の構成員でなくなった日から五年を経過

しない者（以下「暴力団の構成員等」という。）

の統制の下にある団体 
四 当該申請に係る特定非営利活動法人が十人以上の

社員を有するものであること。 
 

２ 前項の規定による認証又は不認証の決定は、正当な

理由がない限り、第十条第二項の期間を経過した日か

ら二月（都道府県又は指定都市の条例でこれより短い

期間を定めたときは、当該期間）以内に行わなければ

ならない。 
 
３ 所轄庁は、第一項の規定により認証の決定をしたと

きはその旨を、同項の規定により不認証の決定をした

ときはその旨及びその理由を、当該申請をした者に対

し、速やかに、書面により通知しなければならない。 
 
（意見聴取等） 

第十二条の二 第四十三条の二及び第四十三条の三の規

定は、第十条第一項の認証の申請があった場合につい

て準用する。 
 
（成立の時期等） 

第十三条 特定非営利活動法人は、その主たる事務所の

所在地において設立の登記をすることによって成立す

る。 
 
２ 特定非営利活動法人は、前項の登記をしたときは、

遅滞なく、当該登記をしたことを証する登記事項証明

書及び次条の財産目録を添えて、その旨を所轄庁に届

け出なければならない。 
 
 
 
 
３ 設立の認証を受けた者が設立の認証があった日から

六月を経過しても第一項の登記をしないときは、所轄

庁は、設立の認証を取り消すことができる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
第四 認証期間について 

法第十二条第二項（法第二十五条第五項及び法第三

十四条第五項において準用する場合を含む。）に規定

する条例で定める期間について、▲▲日とする旨の条

例を定めることができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第五 設立登記の完了の届出について 
１ 法第十三条第二項の規定による届出について、同項

に掲げる書類を添付した所定の様式による届出書を

【知事・市長】に提出する旨を定めることができます。  
２ １の届出書に添付する登記事項証明書にはその写し

一通を、法第十四条の財産目録には副本一通を、それ

ぞれ添える旨を定めることができます。 
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（財産目録の作成及び備置き） 
第十四条 特定非営利活動法人は、成立の時に財産目録

を作成し、常にこれをその事務所に備え置かなければ

ならない。 
 

第三節 管理 
 

（通常社員総会） 
第十四条の二 理事は、少なくとも毎年一回、通常社員

総会を開かなければならない。 
 

（臨時社員総会） 
第十四条の三 理事は、必要があると認めるときは、い

つでも臨時社員総会を招集することができる。 
２ 総社員の五分の一以上から社員総会の目的である事

項を示して請求があったときは、理事は、臨時社員総

会を招集しなければならない。ただし、総社員の五分

の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定

めることができる。 
 

（社員総会の招集） 
第十四条の四 社員総会の招集の通知は、その社員総会

の日より少なくとも五日前に、その社員総会の目的で

ある事項を示し、定款で定めた方法に従ってしなけれ

ばならない。 
 

（社員総会の権限） 
第十四条の五 特定非営利活動法人の業務は、定款で理

事その他の役員に委任したものを除き、すべて社員総

会の決議によって行う。 
 
 

（社員総会の決議事項） 
第十四条の六 社員総会においては、第十四条の四の規

定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決

議をすることができる。ただし、定款に別段の定めが

あるときは、この限りでない。 
 

（社員の表決権） 
第十四条の七 各社員の表決権は、平等とする。 
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２ 社員総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人

によって表決をすることができる。 
 
３ 社員は、定款で定めるところにより、前項の規定に

基づく書面による表決に代えて、電磁的方法（電子情

報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を

利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。

第二十八条の二第一項第三号において同じ。）により

表決をすることができる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 前三項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、

適用しない。 
 

（表決権のない場合） 
第十四条の八 特定非営利活動法人と特定の社員との関

係について議決をする場合には、その社員は、表決権

を有しない。 
 

（社員総会の決議の省略） 
第十四条の九 理事又は社員が社員総会の目的である事

項について提案をした場合において、当該提案につき

社員の全員が書面又は電磁的記録（電子的方式、磁気

的方式その他人の知覚によっては認識することができ

ない方式で作られる記録であって、電子計算機による

情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定める

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

（電磁的方法） 

第一条の二 法第十四条の七第三項に規定する内閣府令

で定めるものは、次に掲げる方法とする。 

一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロ

に掲げるもの 

イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用

に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通

じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備

えられたファイルに記録する方法 

ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたフ

ァイルに記録された情報の内容を電気通信回線を

通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該

情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に

備えられたファイルに当該情報を記録する方法 

二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定

の情報を確実に記録しておくことができる物をもっ

て調製するファイルに情報を記録したものを交付す

る方法 

２ 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記

録を出力することにより書面を作成することができる

ものでなければならない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（電磁的記録） 

第二条 法第十四条の九第一項に規定する内閣府令で

定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法

により一定の情報を確実に記録しておくことができ

る物をもって調製するファイルに情報を記録したも

のとする。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第六 社員総会の議事録について 
１ 社員総会の議事録について、書面又は電磁的記録（法

規第二条に規定する電磁的記録をいう。）をもって作成

しなければならない旨の条例を定めることとなりま

す。 
２ 法第十四条の九の規定により社員総会の決議があ

ったものとみなされた場合には、社員総会の議事録
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ものをいう。）により同意の意思表示をしたときは、

当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったもの

とみなす。 
 
 
 
 
 
 
２ 前項の規定により社員総会の目的である事項の全て

についての提案を可決する旨の社員総会の決議があっ

たものとみなされた場合には、その時に当該社員総会

が終結したものとみなす。 
 

（役員の定数） 
第十五条 特定非営利活動法人には、役員として、理事

三人以上及び監事一人以上を置かなければならない。 
 

（理事の代表権） 
第十六条 理事は、すべて特定非営利活動法人の業務に

ついて、特定非営利活動法人を代表する。ただし、定

款をもって、その代表権を制限することができる。 
 

（業務の執行） 
第十七条 特定非営利活動法人の業務は、定款に特別の

定めのないときは、理事の過半数をもって決する。 
 

（理事の代理行為の委任） 
第十七条の二 理事は、定款又は社員総会の決議によっ

て禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を

他人に委任することができる。 
 

（仮理事） 
第十七条の三 理事が欠けた場合において、業務が遅滞

することにより損害を生ずるおそれがあるときは、所

轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事

を選任しなければならない。 
 

（利益相反行為） 
第十七条の四 特定非営利活動法人と理事との利益が相

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

は、次に掲げる事項を内容とするものでなければなら

ない旨の条例を定めることとなります。 
一 社員総会の決議があったものとみなされた事項

の内容 
二 一の事項の提案をした者の氏名又は名称 
三 社員総会の決議があったものとみなされた日 
四 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名 

※法第 25条第６項参照 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



特定非営利活動促進法（略称：法） 特定非営利活動促進法施行令（略称：法令）  特定非営利活動促進法施行規則（略称：法規） 備    考 

 

314  315 
 

反する事項については、理事は、代表権を有しない。

この場合においては、所轄庁は、利害関係人の請求に

より又は職権で、特別代理人を選任しなければならな

い。 
 

（監事の職務） 
第十八条 監事は、次に掲げる職務を行う。 
一 理事の業務執行の状況を監査すること。 
二 特定非営利活動法人の財産の状況を監査するこ

と。 
三 前二号の規定による監査の結果、特定非営利活動

法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若し

くは定款に違反する重大な事実があることを発見し

た場合には、これを社員総会又は所轄庁に報告する

こと。 
四 前号の報告をするために必要がある場合には、社

員総会を招集すること。 
五 理事の業務執行の状況又は特定非営利活動法人の

財産の状況について、理事に意見を述べること。 
 
（監事の兼職禁止） 

第十九条 監事は、理事又は特定非営利活動法人の職員

を兼ねてはならない。 
 
（役員の欠格事由） 

第二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、特定非

営利活動法人の役員になることができない。 
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 
二 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わった

日又はその執行を受けることがなくなった日から二

年を経過しない者 
三 この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防

止等に関する法律の規定（同法第三十二条の三第七

項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。第四

十七条第一号ハにおいて同じ。）に違反したことに

より、又は刑法（明治四十年法律第四十五号）第二

百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、

第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しく

は暴力行為等処罰に関する法律（大正十五年法律第

六十号）の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せ
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られ、その執行を終わった日又はその執行を受ける

ことがなくなった日から二年を経過しない者 
四 暴力団の構成員等 
五 第四十三条の規定により設立の認証を取り消され

た特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の

認証を取り消された日から二年を経過しない者 
 
六 心身の故障のため職務を適正に執行することがで

きない者として内閣府令で定めるもの 
 
 
 
 

（役員の親族等の排除） 
第二十一条 役員のうちには、それぞれの役員について、

その配偶者若しくは三親等以内の親族が一人を超えて

含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以

内の親族が役員の総数の三分の一を超えて含まれるこ

とになってはならない。 
 
（役員の欠員補充） 

第二十二条 理事又は監事のうち、その定数の三分の一

を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しな

ければならない。 
 
（役員の変更等の届出） 

第二十三条 特定非営利活動法人は、その役員の氏名又

は住所若しくは居所に変更があったときは、遅滞なく、

変更後の役員名簿を添えて、その旨を所轄庁に届け出

なければならない。 
２ 特定非営利活動法人は、役員が新たに就任した場合

（任期満了と同時に再任された場合を除く。）におい

て前項の届出をするときは、当該役員に係る第十条第

一項第二号ロ及びハに掲げる書類を所轄庁に提出しな

ければならない。 
 
 
 

（役員の任期） 
第二十四条 役員の任期は、二年以内において定款で定

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
（役員の欠格事由のうち内閣府令で定めるもの） 
第二条の二 法第二十条第六号に規定する内閣府令で定

めるものは、精神の機能の障害により役員の職務を適

正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎

通を適切に行うことができない者とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第七 役員の変更等の届出について 
１ 法第二十三条第一項の規定による届出について、同

項に掲げる書類を添付した所定の様式による届出書を

【知事・市長】に提出する旨を定めることができます。 
 
２ 法第二十三条第二項の規定の適用を受ける場合にお

ける第一２から５までの規定の適用については、第一

４中「申請の日」とあるのは「届出の日」と、第一５

中「１の申請書」とあるのは「第七１の届出書」と読

み替える旨を定めることとなります。 
３ １の届出書に添付する変更後の役員名簿には、副本

一通を添える旨を定めることができます。 
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める期間とする。ただし、再任を妨げない。 
２ 前項の規定にかかわらず、定款で役員を社員総会で

選任することとしている特定非営利活動法人にあって

は、定款により、後任の役員が選任されていない場合

に限り、同項の規定により定款で定められた任期の末

日後最初の社員総会が終結するまでその任期を伸長す

ることができる。 
 

（定款の変更） 
第二十五条 定款の変更は、定款で定めるところにより、

社員総会の議決を経なければならない。 
２ 前項の議決は、社員総数の二分の一以上が出席し、

その出席者の四分の三以上の多数をもってしなければ

ならない。ただし、定款に特別の定めがあるときは、

この限りでない。 
３ 定款の変更（第十一条第一項第一号から第三号まで、

第四号（所轄庁の変更を伴うものに限る。）、第五号、

第六号（役員の定数に係るものを除く。）、第七号、

第十一号、第十二号（残余財産の帰属すべき者に係る

ものに限る。）又は第十三号に掲げる事項に係る変更

を含むものに限る。）は、所轄庁の認証を受けなけれ

ば、その効力を生じない。 
 
４ 特定非営利活動法人は、前項の認証を受けようとす

るときは、都道府県又は指定都市の条例で定めるとこ

ろにより、当該定款の変更を議決した社員総会の議事

録の謄本及び変更後の定款を添付した申請書を、所轄

庁に提出しなければならない。この場合において、当

該定款の変更が第十一条第一項第三号又は第十一号に

掲げる事項に係る変更を含むものであるときは、当該

定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事

業計画書及び活動予算書を併せて添付しなければなら

ない。 
 
５ 第十条第二項から第四項まで及び第十二条の規定

は、第三項の認証について準用する。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第八 定款の変更の認証申請について 
１ 法第二十五条第三項の認証を受けようとする特定非

営利活動法人は、法第二十五条第四項に掲げる書類（所

轄庁の変更を伴う定款変更の場合にあっては、法第二

十六条第二項に掲げる書類）を添付した所定の様式に

よる申請書を【知事・市長】に提出する旨の条例を定

めることとなります。  
 
 
 
 
２ １の申請書に添付する書類のうち、法第二十五条第

四項の規定により添付する変更後の定款、当該定款の

変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画

書及び活動予算書並びに法第二十六条第二項の規定に

より添付する法第十条第一項第二号イの書類には、そ

れぞれ副本一通を添える旨を定めることができます。  
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６ 特定非営利活動法人は、定款の変更（第三項の規定

により所轄庁の認証を受けなければならない事項に係

るものを除く。）をしたときは、都道府県又は指定都

市の条例で定めるところにより、遅滞なく、当該定款

の変更を議決した社員総会の議事録の謄本及び変更後

の定款を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければな

らない。 
 
７ 特定非営利活動法人は、定款の変更に係る登記をし

たときは、遅滞なく、当該登記をしたことを証する登

記事項証明書を所轄庁に提出しなければならない。 
 
 
 
 
 
 
 
第二十六条 所轄庁の変更を伴う定款の変更に係る前条

第四項の申請書は、変更前の所轄庁を経由して変更後

の所轄庁に提出するものとする。 
２ 前項の場合においては、前条第四項の添付書類のほ

か、第十条第一項第二号イ及び第四号に掲げる書類並

びに直近の第二十八条第一項に規定する事業報告書等

（設立後当該書類が作成されるまでの間は第十条第一

項第七号の事業計画書、同項第八号の活動予算書及び

第十四条の財産目録、合併後当該書類が作成されるま

での間は第三十四条第五項において準用する第十条第

一項第七号の事業計画書、第三十四条第五項において

準用する第十条第一項第八号の活動予算書及び第三十

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 第三１及び２の規定は、法第二十五条第三項の定款

の変更の認証について準用する旨を定めることとなり

ます。この場合において、第三２中「同条第一項第一

号、第二号イ、第五号、第七号及び第八号に掲げる書

類」とあるのは、「変更後の定款、当該定款の変更の日

の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活

動予算書並びに法第二十六条第二項の規定により添付

する法第十条第一項第二号イの書類」と読み替えるこ

ととなります。 
 
第九 定款の変更の届出について 
１ 法第二十五条第六項の規定による届出について、同

項に掲げる書類を添付した所定の様式による届出書を

【知事・市長】に提出する旨の条例を定めることとな

ります。  
２ １の届出書に添付する変更後の定款には、副本一通

を添える旨を定めることができます。 
 
第十 定款の変更登記の完了に係る証明書の提出につい

て 
１ 法第二十五条第七項の規定による登記事項証明書の

提出について、登記事項証明書を添付した所定の様式

による提出書を【知事・市長】に提出する旨を定める

ことができます。 
２ １の規定による登記事項証明書の提出をするとき

は、当該登記事項証明書の写し一通を添える旨を定め

ることができます。 
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五条第一項の財産目録）を申請書に添付しなければな

らない。 
 
３ 第一項の場合において、当該定款の変更を認証した

ときは、所轄庁は、内閣府令で定めるところにより、

遅滞なく、変更前の所轄庁から事務の引継ぎを受けな

ければならない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（会計の原則） 
第二十七条 特定非営利活動法人の会計は、この法律に

定めるもののほか、次に掲げる原則に従って、行わな

ければならない。 
一 削除 
二 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳

すること。 
三 計算書類（活動計算書及び貸借対照表をいう。次

条第一項において同じ。）及び財産目録は、会計簿

に基づいて活動に係る事業の実績及び財政状態に関

する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。 
四 採用する会計処理の基準及び手続については、毎

事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しな

いこと。 
 

（事業報告書等の備置き等及び閲覧） 
第二十八条 特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの

三月以内に、都道府県又は指定都市の条例で定めると

ころにより、前事業年度の事業報告書、計算書類及び

財産目録並びに年間役員名簿（前事業年度において役

員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所

並びにこれらの者についての前事業年度における報酬

の有無を記載した名簿をいう。）並びに前事業年度の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
（所轄庁の変更に伴う事務の引継ぎ） 

第三条 法第二十六条第三項の規定による事務の引継ぎ

は、所轄庁の変更を伴う定款の変更の認証を受けた特

定非営利活動法人に係る法の規定に基づく事務につい

て行うものとする。 
２ 都道府県知事又は指定都市（地方自治法（昭和二十

二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項に

規定する指定都市をいう。以下同じ。）の長は、所轄庁

の変更を伴う定款の変更を認証したときは、遅滞なく、

変更前の所轄庁に当該定款の変更を認証したことを通

知するものとする。ただし、変更前の所轄庁が法第五

十三条第三項（法第六十二条において準用する場合を

含む。）の都道府県知事であるときは、この限りでない。 
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末日における社員のうち十人以上の者の氏名（法人に

あっては、その名称及び代表者の氏名）及び住所又は

居所を記載した書面（以下「事業報告書等」という。）

を作成し、これらを、その作成の日から起算して五年

が経過した日を含む事業年度の末日までの間、その事

務所に備え置かなければならない。 
２ 特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条

例で定めるところにより、役員名簿及び定款等（定款

並びにその認証及び登記に関する書類の写しをいう。

以下同じ。）を、その事務所に備え置かなければなら

ない。 
３ 特定非営利活動法人は、その社員その他の利害関係

人から次に掲げる書類の閲覧の請求があった場合に

は、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧させ

なければならない。 
一 事業報告書等（設立後当該書類が作成されるまで

の間は第十条第一項第七号の事業計画書、同項第八

号の活動予算書及び第十四条の財産目録、合併後当

該書類が作成されるまでの間は第三十四条第五項に

おいて準用する第十条第一項第七号の事業計画書、

第三十四条第五項において準用する第十条第一項第

八号の活動予算書及び第三十五条第一項の財産目

録。第三十条及び第四十五条第一項第五号イにおい

て同じ。） 
二 役員名簿 
三 定款等 

 
（貸借対照表の公告） 

第二十八条の二 特定非営利活動法人は、内閣府令で定

めるところにより、前条第一項の規定による前事業年

度の貸借対照表の作成後遅滞なく、次に掲げる方法の

うち定款で定める方法によりこれを公告しなければな

らない。 
一 官報に掲載する方法 
二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載す

る方法 
 
三 電子公告（電磁的方法により不特定多数の者が公

告すべき内容である情報の提供を受けることができ

る状態に置く措置であって内閣府令で定めるものを

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（貸借対照表の公告） 

第三条の二 法第二十八条の二第一項第三号に規定する

措置であって内閣府令で定めるものは、第一条の二第
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とる公告の方法をいう。以下この条において同じ。） 
 
 
 
四 前三号に掲げるもののほか、不特定多数の者が公

告すべき内容である情報を認識することができる状

態に置く措置として内閣府令で定める方法 
 
 
 
 
２ 前項の規定にかかわらず、同項に規定する貸借対照

表の公告の方法として同項第一号又は第二号に掲げる

方法を定款で定める特定非営利活動法人は、当該貸借

対照表の要旨を公告することで足りる。 
３ 特定非営利活動法人が第一項第三号に掲げる方法を

同項に規定する貸借対照表の公告の方法とする旨を定

款で定める場合には、事故その他やむを得ない事由に

よって電子公告による公告をすることができない場合

の当該公告の方法として、同項第一号又は第二号に掲

げる方法のいずれかを定めることができる。 
４ 特定非営利活動法人が第一項の規定により電子公告

による公告をする場合には、前条第一項の規定による

前事業年度の貸借対照表の作成の日から起算して五年

が経過した日を含む事業年度の末日までの間、継続し

て当該公告をしなければならない。 
５ 前項の規定にかかわらず、同項の規定により電子公

告による公告をしなければならない期間（第二号にお

いて「公告期間」という。）中公告の中断（不特定多

数の者が提供を受けることができる状態に置かれた情

報がその状態に置かれないこととなったこと又はその

情報がその状態に置かれた後改変されたことをいう。

以下この項において同じ。）が生じた場合において、

次のいずれにも該当するときは、その公告の中断は、

当該電子公告による公告の効力に影響を及ぼさない。 
一 公告の中断が生ずることにつき特定非営利活動法

人が善意でかつ重大な過失がないこと又は特定非営

利活動法人に正当な事由があること。 
二 公告の中断が生じた時間の合計が公告期間の十分

の一を超えないこと。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一項ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続さ

れた自動公衆送信装置を使用するものによる措置とす

る。 
 
２ 法第二十八条の二第一項第四号に規定する措置とし 

て内閣府令で定める方法は、当該特定非営利活動法人

の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法

とする。 
３ 前項の方法による公告は、当該公告の開始後一年を

経過する日までの間、継続してしなければならない。 
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三 特定非営利活動法人が公告の中断が生じたことを

知った後速やかにその旨、公告の中断が生じた時間

及び公告の中断の内容を当該電子公告による公告に

付して公告したこと。 
 

（事業報告書等の提出） 
第二十九条 特定非営利活動法人は、都道府県又は指定

都市の条例で定めるところにより、毎事業年度一回、

事業報告書等を所轄庁に提出しなければならない。 
 
 
 
 
 

（事業報告書等の公開） 
第三十条 所轄庁は、特定非営利活動法人から提出を受

けた事業報告書等（過去五年間に提出を受けたものに

限る。）、役員名簿又は定款等について閲覧又は謄写

の請求があったときは、都道府県又は指定都市の条例

で定めるところにより、これらの書類（事業報告書等

又は役員名簿については、これらに記載された事項中、

個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの）

を閲覧させ、又は謄写させなければならない。 
 

第四節 解散及び合併 
 
（解散事由） 

第三十一条 特定非営利活動法人は、次に掲げる事由に

よって解散する。 
一 社員総会の決議 
二 定款で定めた解散事由の発生 
三 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不

能 
四 社員の欠亡 
五 合併 
六 破産手続開始の決定 
七 第四十三条の規定による設立の認証の取消し 

２ 前項第三号に掲げる事由による解散は、所轄庁の認

定がなければ、その効力を生じない。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
第十一 事業報告書等の提出について 
１ 法第二十九条の規定による事業報告書等の提出につ

いて、毎事業年度初めの三月以内に、事業報告書等を

添付した所定の様式による提出書を【知事・市長】に

提出する旨の条例を定めることとなります。       
２ １の規定による事業報告書等の提出をするときは、

当該事業報告書等の副本一通を添える旨を定めること

ができます。 
 
第十二 事業報告書等の閲覧及び謄写について 

法第三十条の規定による閲覧及び謄写について、■

■において行う旨の条例を定めることとなります。 
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３ 特定非営利活動法人は、前項の認定を受けようとす

るときは、第一項第三号に掲げる事由を証する書面を、

所轄庁に提出しなければならない。 
 
 
 
４ 清算人は、第一項第一号、第二号、第四号又は第六

号に掲げる事由によって解散した場合には、遅滞なくそ

の旨を所轄庁に届け出なければならない。 
 
 
 

（解散の決議） 
第三十一条の二 特定非営利活動法人は、総社員の四分

の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることが

できない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、

この限りでない。 
 

（特定非営利活動法人についての破産手続の開始） 
第三十一条の三 特定非営利活動法人がその債務につき

その財産をもって完済することができなくなった場合

には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより

又は職権で、破産手続開始の決定をする。 
２ 前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続

開始の申立てをしなければならない。 
 

（清算中の特定非営利活動法人の能力） 
第三十一条の四 解散した特定非営利活動法人は、清算

の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまで

はなお存続するものとみなす。 
 

（清算人） 
第三十一条の五 特定非営利活動法人が解散したとき

は、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理

事がその清算人となる。ただし、定款に別段の定めが

あるとき、又は社員総会において理事以外の者を選任

したときは、この限りでない。 
 

（裁判所による清算人の選任） 
第三十一条の六 前条の規定により清算人となる者がな

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第十三 成功の不能による解散の認定の申請について 
  法第三十一条第二項の規定による認定の申請につい

て、同条第三項の書面を添付した所定の様式による申

請書を【知事・市長】に提出する旨を定めることがで

きます。 
 
第十四 解散の届出等について 
１ 法第三十一条第四項の規定による届出について、解

散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明

書を添付した所定の様式による届出書を【知事・市長】

に提出する旨を定めることができます。 
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いとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれ

があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官

の請求により又は職権で、清算人を選任することがで

きる。 
 

（清算人の解任） 
第三十一条の七 重要な事由があるときは、裁判所は、

利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、

清算人を解任することができる。 
 

（清算人の届出） 
第三十一条の八 清算中に就任した清算人は、その氏名

及び住所を所轄庁に届け出なければならない。 
 
 

（清算人の職務及び権限） 
第三十一条の九 清算人の職務は、次のとおりとする。 
一 現務の結了 
二 債権の取立て及び債務の弁済 
三 残余財産の引渡し 

２ 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要

な一切の行為をすることができる。 
 

（債権の申出の催告等） 
第三十一条の十 清算人は、特定非営利活動法人が第三

十一条第一項各号に掲げる事由によって解散した後、

遅滞なく、公告をもって、債権者に対し、一定の期間

内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければな

らない。この場合において、その期間は、二月を下る

ことができない。 
２ 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしな

いときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければ

ならない。ただし、清算人は、判明している債権者を

除斥することができない。 
３ 清算人は、判明している債権者には、各別にその申

出の催告をしなければならない。 
４ 第一項の公告は、官報に掲載してする。 
 

（期間経過後の債権の申出） 
第三十一条の十一 前条第一項の期間の経過後に申出を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 法第三十一条の八の規定による届出について、当該

清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添

付した所定の様式による届出書を【知事・市長】に提

出する旨を定めることができます。 
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した債権者は、特定非営利活動法人の債務が完済され

た後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財

産に対してのみ、請求をすることができる。 
 

（清算中の特定非営利活動法人についての破産手続の

開始） 
第三十一条の十二 清算中に特定非営利活動法人の財産

がその債務を完済するのに足りないことが明らかにな

ったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立て

をし、その旨を公告しなければならない。 
２ 清算人は、清算中の特定非営利活動法人が破産手続

開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその

事務を引き継いだときは、その任務を終了したものと

する。 
３ 前項に規定する場合において、清算中の特定非営利

活動法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべ

き者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、

これを取り戻すことができる。 
４ 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。 
 

（残余財産の帰属） 
第三十二条 解散した特定非営利活動法人の残余財産

は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を

除き、所轄庁に対する清算結了の届出の時において、

定款で定めるところにより、その帰属すべき者に帰属

する。 
 
２ 定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定がない

ときは、清算人は、所轄庁の認証を得て、その財産を

国又は地方公共団体に譲渡することができる。 
 
 
３ 前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰

属する。 
 

（裁判所による監督） 
第三十二条の二 特定非営利活動法人の解散及び清算

は、裁判所の監督に属する。 
２ 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検

査をすることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第十五 残余財産の譲渡の認証申請について 
 清算人が、法第三十二条第二項の認証を受けようと

するときは、所定の様式による申請書を【知事・市長】

に提出する旨を定めることができます。 
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３ 特定非営利活動法人の解散及び清算を監督する裁判

所は、所轄庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託す

ることができる。 
４ 所轄庁は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述

べることができる。 
 

（清算結了の届出） 
第三十二条の三 清算が結了したときは、清算人は、そ

の旨を所轄庁に届け出なければならない。 
 
 
 

（解散及び清算の監督等に関する事件の管轄） 
第三十二条の四 特定非営利活動法人の解散及び清算の

監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所

の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 
 

（不服申立ての制限） 
第三十二条の五 清算人の選任の裁判に対しては、不服

を申し立てることができない。 
 

（裁判所の選任する清算人の報酬） 
第三十二条の六 裁判所は、第三十一条の六の規定によ

り清算人を選任した場合には、特定非営利活動法人が

当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることがで

きる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及

び監事の陳述を聴かなければならない。 
 
第三十二条の七 削除 
 

（検査役の選任） 
第三十二条の八 裁判所は、特定非営利活動法人の解散

及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を

選任することができる。 
２ 第三十二条の五及び第三十二条の六の規定は、前項

の規定により裁判所が検査役を選任した場合について

準用する。この場合において、同条中「清算人及び監

事」とあるのは、「特定非営利活動法人及び検査役」

と読み替えるものとする。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

第十六 清算結了の届出について 
  法第三十二条の三の規定による届出について、清

算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を

添付した所定の様式による届出書を【知事・市長】

に提出する旨を定めることができます。 
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（合併） 
第三十三条 特定非営利活動法人は、他の特定非営利活

動法人と合併することができる。 
 
（合併手続） 

第三十四条 特定非営利活動法人が合併するには、社員

総会の議決を経なければならない。 
２ 前項の議決は、社員総数の四分の三以上の多数をも

ってしなければならない。ただし、定款に特別の定め

があるときは、この限りでない。 
３ 合併は、所轄庁の認証を受けなければ、その効力を

生じない。 
 
４ 特定非営利活動法人は、前項の認証を受けようとす

るときは、第一項の議決をした社員総会の議事録の謄

本を添付した申請書を、所轄庁に提出しなければなら

ない。 
 
 
５ 第十条及び第十二条の規定は、第三項の認証につい

て準用する。 
 
 
 
 
第三十五条 特定非営利活動法人は、前条第三項の認証

があったときは、その認証の通知のあった日から二週

間以内に、貸借対照表及び財産目録を作成し、次項の

規定により債権者が異議を述べることができる期間が

満了するまでの間、これをその事務所に備え置かなけ

ればならない。 
２ 特定非営利活動法人は、前条第三項の認証があった

ときは、その認証の通知のあった日から二週間以内に、

その債権者に対し、合併に異議があれば一定の期間内

に述べるべきことを公告し、かつ、判明している債権

者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。

この場合において、その期間は、二月を下回ってはな

らない。 
 
第三十六条 債権者が前条第二項の期間内に異議を述べ

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第十七 合併の認証申請について 
１ 法第三十四条第三項の規定による認証の申請につい

て、同条第四項に掲げる書類を添付した所定の様式に

よる申請書を【知事・市長】に提出する旨を定めるこ

とができます。 
 
２  第一２から６まで並びに第三１及び２の規定は、１

の申請書に添付する書類について準用する旨を定める

こととなります。この場合において、第一５及び第一

６中「１の申請書」とあるのは、「第十七１の申請書」

と読み替えることとなります。 
 
第十八 合併の場合の貸借対照表等の備置き等について 
  法第三十五条第一項に規定する貸借対照表及び財産

目録は、合併する各特定非営利活動法人について作成

し、同条第二項の規定により債権者が異議を述べるこ

とができる期間が満了するまでの間、それぞれの事務

所に備え置く旨を定めることができます。 
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なかったときは、合併を承認したものとみなす。 
２ 債権者が異議を述べたときは、特定非営利活動法人

は、これに弁済し、若しくは相当の担保を供し、又は

その債権者に弁済を受けさせることを目的として信託

会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を

信託しなければならない。ただし、合併をしてもその

債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。 
 
第三十七条 合併により特定非営利活動法人を設立する

場合においては、定款の作成その他特定非営利活動法

人の設立に関する事務は、それぞれの特定非営利活動

法人において選任した者が共同して行わなければなら

ない。 
 

（合併の効果） 
第三十八条 合併後存続する特定非営利活動法人又は合

併によって設立した特定非営利活動法人は、合併によ

って消滅した特定非営利活動法人の一切の権利義務

（当該特定非営利活動法人がその行う事業に関し行政

庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含

む。）を承継する。 
 
（合併の時期等） 

第三十九条 特定非営利活動法人の合併は、合併後存続

する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特

定非営利活動法人の主たる事務所の所在地において登

記をすることによって、その効力を生ずる。 
 
２ 第十三条第二項及び第十四条の規定は前項の登記を

した場合について、第十三条第三項の規定は前項の登

記をしない場合について、それぞれ準用する。 
 
 
 
 
 
 
 
第四十条 削除 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第十九 合併登記の完了の届出について 
１ 法第三十九条第二項において準用する法第十三条第

二項の規定による届出について、所定の様式による届

出書を【知事・市長】に提出する旨を定めることがで

きます。 
２ １の届出書に添付する登記事項証明書にはその写し

一通を、法第三十九条第二項において準用する法第十

四条の財産目録には副本一通を、それぞれ添える旨を

定めることができます。 
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第五節 監督 
 

（報告及び検査） 
第四十一条 所轄庁は、特定非営利活動法人（認定特定

非営利活動法人及び特例認定特定非営利活動法人を除

く。以下この項及び次項において同じ。）が法令、法

令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反する疑

いがあると認められる相当な理由があるときは、当該

特定非営利活動法人に対し、その業務若しくは財産の

状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該特定非

営利活動法人の事務所その他の施設に立ち入り、その

業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の

物件を検査させることができる。 
２ 所轄庁は、前項の規定による検査をさせる場合にお

いては、当該検査をする職員に、同項の相当の理由を

記載した書面を、あらかじめ、当該特定非営利活動法

人の役員その他の当該検査の対象となっている事務所

その他の施設の管理について権限を有する者（以下こ

の項において「特定非営利活動法人の役員等」という。）

に提示させなければならない。この場合において、当

該特定非営利活動法人の役員等が当該書面の交付を要

求したときは、これを交付させなければならない。 
 
３ 第一項の規定による検査をする職員は、その身分を

示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければ

ならない。 
 
 
 
４ 第一項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のため

に認められたものと解してはならない。 
 

（改善命令） 
第四十二条 所轄庁は、特定非営利活動法人が第十二条

第一項第二号、第三号又は第四号に規定する要件を欠

くに至ったと認めるときその他法令、法令に基づいて

する行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運

営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該特定非営

利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために

必要な措置を採るべきことを命ずることができる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

第二十 検査の際の身分証明書について 
  法第四十一条第三項（法第六十四条第七項におい

て準用する場合を含む。）の職員の身分を示す証明書

について、所定の様式によるものとする旨を定める

ことができます。 
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（設立の認証の取消し） 
第四十三条 所轄庁は、特定非営利活動法人が、前条の

規定による命令に違反した場合であって他の方法によ

り監督の目的を達することができないとき又は三年以

上にわたって第二十九条の規定による事業報告書等の

提出を行わないときは、当該特定非営利活動法人の設

立の認証を取り消すことができる。 
２ 所轄庁は、特定非営利活動法人が法令に違反した場

合において、前条の規定による命令によってはその改

善を期待することができないことが明らかであり、か

つ、他の方法により監督の目的を達することができな

いときは、同条の規定による命令を経ないでも、当該

特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことがで

きる。 
３ 前二項の規定による設立の認証の取消しに係る聴聞

の期日における審理は、当該特定非営利活動法人から

請求があったときは、公開により行うよう努めなけれ

ばならない。 
４ 所轄庁は、前項の規定による請求があった場合にお

いて、聴聞の期日における審理を公開により行わない

ときは、当該特定非営利活動法人に対し、当該公開に

より行わない理由を記載した書面を交付しなければな

らない。 
 

（意見聴取） 
第四十三条の二 所轄庁は、特定非営利活動法人につい

て第十二条第一項第三号に規定する要件を欠いている

疑い又はその役員について第二十条第五号に該当する

疑いがあると認めるときは、その理由を付して、警視

総監又は道府県警察本部長の意見を聴くことができ

る。 
 

（所轄庁への意見） 
第四十三条の三 警視総監又は道府県警察本部長は、特

定非営利活動法人について第十二条第一項第三号に規

定する要件を欠いていると疑うに足りる相当な理由又

はその役員について第二十条第五号に該当すると疑う

に足りる相当な理由があるため、所轄庁が当該特定非

営利活動法人に対して適当な措置を採ることが必要で

あると認めるときは、所轄庁に対し、その旨の意見を
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述べることができる。 
 

第三章 認定特定非営利活動法人及び特例認定特

定非営利活動法人 
 
第一節 認定特定非営利活動法人 

 
（認定） 

第四十四条 特定非営利活動法人のうち、その運営組織

及び事業活動が適正であって公益の増進に資するもの

は、所轄庁の認定を受けることができる。 
 
２ 前項の認定を受けようとする特定非営利活動法人

は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところによ

り、次に掲げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出

しなければならない。ただし、次条第一項第一号ハに

掲げる基準に適合する特定非営利活動法人が申請をす

る場合には、第一号に掲げる書類を添付することを要

しない。 
 
 
 

一 実績判定期間内の日を含む各事業年度（その期間

が一年を超える場合は、当該期間をその初日以後一

年ごとに区分した期間（最後に一年未満の期間を生

じたときは、その一年未満の期間）。以下同じ。）

の寄附者名簿（各事業年度に当該申請に係る特定非

営利活動法人が受け入れた寄附金の支払者ごとに当

該支払者の氏名（法人にあっては、その名称）及び

住所並びにその寄附金の額及び受け入れた年月日を

記載した書類をいう。以下同じ。） 
二 次条第一項各号に掲げる基準に適合する旨を説明

する書類（前号に掲げる書類を除く。）及び第四十

七条各号のいずれにも該当しない旨を説明する書類 
三 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記

載した書類 
３ 前項第一号の「実績判定期間」とは、第一項の認定

を受けようとする特定非営利活動法人の直前に終了し

た事業年度の末日以前五年（同項の認定を受けたこと

のない特定非営利活動法人が同項の認定を受けようと

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
第二十一 認定の申請について 
  法第四十四条第一項の認定を受けようとする特定非

営利活動法人は、同条第二項各号に掲げる書類を添付

した所定の様式による申請書を【知事・市長】に提出

する旨の条例を定めることとなります。ただし、法第

四十五条第一項第一号ハに掲げる基準に適合する特定

非営利活動法人が申請をする場合には、法第四十四条

第二項第一号に掲げる書類を添付することを要しない

旨を定めることとなります。 
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する場合にあっては、二年）内に終了した各事業年度

のうち最も早い事業年度の初日から当該末日までの期

間をいう。 
 

（認定の基準） 
第四十五条 所轄庁は、前条第一項の認定の申請をした

特定非営利活動法人が次の各号に掲げる基準に適合す

ると認めるときは、同項の認定をするものとする。 
一 広く市民からの支援を受けているかどうかを判断

するための基準として次に掲げる基準のいずれかに

適合すること。 
 
イ 実績判定期間（前条第三項に規定する実績判定

期間をいう。以下同じ。）における経常収入金額

（（１）に掲げる金額をいう。）のうちに寄附金

等収入金額（（２）に掲げる金額（内閣府令で定

める要件を満たす特定非営利活動法人にあって

は、（２）及び（３）に掲げる金額の合計額）を

いう。）の占める割合が政令で定める割合以上で

あること。 
 

 
 
 

（１） 総収入金額から国等（国、地方公共団体、

法人税法（昭和四十年法律第三十四号）別表第

一に掲げる独立行政法人、地方独立行政法人、

国立大学法人、大学共同利用機関法人及び我が

国が加盟している国際機関をいう。以下この

（１）において同じ。）からの補助金その他国

等が反対給付を受けないで交付するもの（次項

において「国の補助金等」という。）、臨時的

な収入その他の内閣府令で定めるものの額を控

除した金額 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（認定の基準となる寄附金等収入金額の割合） 
第一条 特定非営利活動促進法（以下「法」という。）

第四十五条第一項第一号イに規定する政令で定める

割合は、五分の一とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
（国の補助金等がある場合における寄附金等収入金

額の割合の計算方法等） 

第五条 法第四十四条第一項の認定を受けようとする

特定非営利活動法人の実績判定期間に国の補助金等

（法第四十五条第一項第一号イ（１）に規定する国

の補助金等をいう。以下この条において同じ。）があ

る場合における同号イに規定する割合の計算につい

ては、当該国の補助金等の金額のうち同号イ（２）

に掲げる金額に達するまでの金額は、同号イに規定

する寄附金等収入金額に含めることができる。この

場合において、当該国の補助金等の金額は、同号イ

に規定する経常収入金額に含めるものとする。 

２・３ 後掲P368・370 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

（寄附金等収入金額に会費の一部を加えることができ

る特定非営利活動法人の要件） 

第四条 法第四十五条第一項第一号イに規定する内閣府

令で定める要件は、次に掲げるものとする。 

一 社員の会費の額が合理的と認められる基準により

定められていること。 

二 社員（役員並びに役員の配偶者及び三親等以内の

親族並びに役員と特殊の関係（第十六条に規定する

関係をいう。第八条及び第三十二条第一項第四号に

おいて同じ。）のある者を除く。）の数が二十人以

上であること。 
 

（総収入金額から控除されるもの） 

第五条 法第四十五条第一項第一号イ（１）に規定する

内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 

一 国の補助金等（法第四十五条第一項第一号イ（１）

に規定する国の補助金等をいう。） 

二 委託の対価としての収入で国等（法第四十五条第

一項第一号イ（１）に規定する国等をいう。）から

支払われるもの 

三 法律又は政令の規定に基づき行われる事業でその

対価の全部又は一部につき、その対価を支払うべき

者に代わり国又は地方公共団体が負担することとさ

れている場合のその負担部分 

四 資産の売却による収入で臨時的なもの 

五 遺贈（贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含

む。）により受け入れた寄附金又は贈与者の被相続

人に係る相続の開始があったことを知った日の翌日

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●法第四十五条第一項第一号イ（１）の「総収入金額」及び

（２）の「受入寄附金総額」のうちに含まれる寄附金は、

その事業年度に受領したものに限られます。なお、特に規

定はされていませんが、収支計算書において、一般的に経

常収支には含まれていない「借入金収入」、「引当金戻入益」、

「前期繰越収支差額」等については、総収入金額には含ま

れません。 

 

●法令第五条第一項において、法第四十五条第一項第一号に

規定するいわゆるパブリックサポートテスト（ＰＳＴ）の

計算について、選択により国の補助金等を分母、分子に算

入することができます。なお、国の補助金等を分母、分子

に算入するか否かについては、実績判定期間内を通じて同

一の選択をする必要がありますので、特定の国の補助金等

の一部を算入する（しない）ということはできません。 

 

●法規第五条第一号の金額は、国、地方公共団体、法人税法

別表第一に掲げる独立行政法人、地方独立行政法人、国立

大学法人、大学共同利用機関法人及び我が国が加盟してい

る国際機関から直接交付された補助金等に限られます。 

●法規第四条第一号にいう「合理的と認められる基準」に該

当するか否かについては、その基準が、特定の社員に対し

特別の利益が享受されうるような場合における会費まで

は、分子に算入することは適切ではないとの趣旨から講じ

られているものです。したがって、会員の資力に応じて会

費の額に差を設けていた（例えば、個人会員と法人会員、

一般会員と学生会員）としても、基本的には「合理的と認

められる基準」に当たると考えられます。 



特定非営利活動促進法（略称：法） 特定非営利活動促進法施行令（略称：法令）  特定非営利活動促進法施行規則（略称：法規） 備    考 

 

350  351 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
（２） 受け入れた寄附金の額の総額（第四号ニ

において「受入寄附金総額」という。）から一

者当たり基準限度超過額（同一の者からの寄附

金の額のうち内閣府令で定める金額を超える部

分の金額をいう。）その他の内閣府令で定める

寄附金の額の合計額を控除した金額 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

から十月以内に当該相続により当該贈与者が取得し

た財産の全部若しくは一部を当該贈与者からの贈与

（贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。）

により受け入れた寄附金のうち、一者当たり基準限

度超過額（法第四十五条第一項第一号イ（２）に規

定する一者当たり基準限度超過額をいう。第七条第

一号において同じ。）に相当する部分 

六 実績判定期間（法第四十四条第三項に規定する実

績判定期間をいう。以下同じ。）における同一の者

から受け入れた寄附金の額の合計額が千円に満たな

いもの 

七 寄附者の氏名（法人にあっては、その名称）及び

その住所が明らかな寄附金以外の寄附金 

八 休眠預金等交付金関係助成金（特定非営利活動促

進法施行令（第二十五条において「令」という。）

第二条第一項ただし書に規定する休眠預金等交付金

関係助成金をいう。第六条及び第七条第四号におい

て同じ。） 

 

（同一の者からの寄附金の額のうち一者当たり基準限

度となる金額） 

第六条 法第四十五条第一項第一号イ（２）に規定する

内閣府令で定める金額は、同号イ（２）に規定する受

入寄附金総額から休眠預金等交付金関係助成金の額の

総額を控除した金額の百分の十（寄附者が法人税法施

行令（昭和四十年政令第九十七号）第七十七条各号に

掲げる法人又は認定特定非営利活動法人である場合に

あっては、受入寄附金総額から休眠預金等交付金関係

助成金の額の総額を控除した金額の百分の五十）に相

当する金額とする。 

 

（受入寄附金総額から控除される寄附金の額） 

第七条 法第四十五条第一項第一号イ（２）に規定する

内閣府令で定める寄附金の額は、次に掲げる金額とす

る。 

一 受け入れた寄附金の額のうち一者当たり基準限度

超過額 

二 実績判定期間における同一の者から受け入れた寄

附金の額の合計額が千円に満たない場合の当該合計

額 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●法規第五条第一号に規定するもの及び同条第三号に規定す

る負担部分は、法第四十五条第一項第一号イ（２）の受入

寄附金総額に含まれません。 

 

●ＮＰＯ法人の会員が支払う会費は、例えば、賛助会員の会

費でその実質が明らかに贈与と認められる場合は別とし

て、一般的には法第四十五条第一項第一号イ（２）の受入

寄附金総額に含まれません。 

 

●法規第五条第三号の金額は、例えば、介護保険法第百二十

一条から第百二十四条までの規定により国又は地方公共団

体が負担することとされている金額及び国が交付すること

とされている調整交付金の金額がこれに該当します。 

 

●法規第五条第四号の金額は、販売を目的として保有してい

たもの以外のもの（固定資産、保有目的有価証券等として

経理されるべきもの）の売却による収入がこれに該当しま

す。 
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（３） 社員から受け入れた会費の額の合計額か

ら当該合計額に次号に規定する内閣府令で定め

る割合を乗じて計算した金額を控除した金額の

うち（２）に掲げる金額に達するまでの金額 
 
ロ 実績判定期間内の日を含む各事業年度における

判定基準寄附者（当該事業年度における同一の者

からの寄附金（寄附者の氏名（法人にあっては、

その名称）その他の内閣府令で定める事項が明ら

かな寄附金に限る。以下このロにおいて同じ。）

の額の総額（当該同一の者が個人である場合には、

当該事業年度におけるその者と生計を一にする者

からの寄附金の額を加算した金額）が政令で定め

る額以上である場合の当該同一の者をいい、当該

申請に係る特定非営利活動法人の役員である者及

び当該役員と生計を一にする者を除く。以下同

じ。）の数（当該事業年度において個人である判

定基準寄附者と生計を一にする他の判定基準寄附

者がいる場合には、当該判定基準寄附者と当該他

の判定基準寄附者を一人とみなした数）の合計数

に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で

除して得た数が政令で定める数以上であること。 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（判定基準寄附者の要件等） 
第二条 法第四十五条第一項第一号ロに規定する政令で

定める額は、三千円とする。ただし、当該事業年度に

おける当該同一の者からの休眠預金等交付金関係助成

金（民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る

資金の活用に関する法律（平成二十八年法律第百一号）

第十九条第二項第三号イに規定する民間公益活動を行

う団体若しくは同号ロに規定する資金分配団体からの

助成金（同法第八条に規定する休眠預金等交付金に係

る資金をその原資に含むものに限る。）又は同法第二

十一条第一項に規定する指定活用団体からの助成金

（同法第八条に規定する休眠預金等交付金に係る資金

を原資とするものに限る。）をいう。）の額がある場

合は、三千円に当該休眠預金等交付金関係助成金の額

の総額を加算した金額とする。 
 
２ 法第四十五条第一項第一号ロに規定する政令で定

める数は、百とする。 
 
（実績判定期間の月数の計算方法） 

第四条 法第四十五条第一項第一号ロ及び前条の月数

は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じ

たときは、これを一月とする。 

三 寄附者の氏名（法人にあっては、その名称）及び

その住所が明らかな寄附金以外の寄附金の額 

四 休眠預金等交付金関係助成金の額の総額 

 

（役員が寄附者である場合の金額の算出方法の特例） 

第八条 法第四十五条第一項第一号イ（１）及び（２）

に掲げる金額を算出する場合において、役員が寄附者

であって、他の寄附者のうちに当該役員の配偶者及び

三親等以内の親族並びに当該役員と特殊の関係のある

者があるときは、これらの者は当該役員と同一の者と

みなす。 

 

 

 

 

 

 

（判定基準寄附者について明らかにすべき事項） 

第九条 法第四十五条第一項第一号ロに規定する内閣府

令で定める事項は、寄附者の氏名（法人にあっては、

その名称）及びその住所とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●法第四十五条第一項第一号イ（３）について、法規第四条

の基準に適合する場合、いわゆるパブリックサポートテス

ト（ＰＳＴ）の計算において社員の会費の額を分子に算入

することになります。 
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ハ 前条第二項の申請書を提出した日の前日におい

て、地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）

第三十七条の二第一項第四号（同法第一条第二項

の規定により都について準用する場合を含む。）

に掲げる寄附金又は同法第三百十四条の七第一項

第四号（同法第一条第二項の規定により特別区に

ついて準用する場合を含む。）に掲げる寄附金を

受け入れる特定非営利活動法人としてこれらの寄

附金を定める条例で定められているもの（その条

例を制定した道府県（都を含む。）又は市町村（特

別区を含む。）の区域内に事務所を有するものに

限る。）であること。 
 

二 実績判定期間における事業活動のうちに次に掲げ

る活動の占める割合として内閣府令で定める割合が

百分の五十未満であること。 
 
 
 
 
 
 

 
イ 会員又はこれに類するものとして内閣府令で定

める者（当該申請に係る特定非営利活動法人の運

営又は業務の執行に関係しない者で内閣府令で定

めるものを除く。以下この号において「会員等」

という。）に対する資産の譲渡若しくは貸付け又

は役務の提供（以下「資産の譲渡等」という。）、

会員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その

対象が会員等である活動（資産の譲渡等のうち対

価を得ないで行われるものその他内閣府令で定め

るものを除く。） 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事業活動のうちにその対象が会員等である活動等の

占める割合） 

第十条 法第四十五条第一項第二号に規定する内閣府令

で定める割合は、実績判定期間において、当該申請に

係る特定非営利活動法人の行った事業活動に係る事業

費の額、従事者の作業時間数その他の合理的な指標に

より当該事業活動のうちに同号イ、ロ、ハ又はニに掲

げる活動の占める割合を算定する方法により算定した

割合とする。 

 

（会員に類するもの） 

第十一条 法第四十五条第一項第二号イに規定する内閣

府令で定める者は、次に掲げる者とする。 

一 当該申請に係る特定非営利活動法人から継続的に

若しくは反復して資産の譲渡等（法第四十五条第一

項第二号イに規定する資産の譲渡等をいう。以下同

じ。）を受ける者又は相互の交流、連絡若しくは意

見交換に参加する者として当該申請に係る特定非営

利活動法人の帳簿又は書類その他に氏名（法人にあ

っては、その名称）が記載された者であって、当該

申請に係る特定非営利活動法人から継続的に若しく

は反復して資産の譲渡等を受け、又は相互の交流、

連絡若しくは意見交換に参加する者 

二 当該申請に係る特定非営利活動法人の役員 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●法第四十五条第一項第二号イについて、ＮＰＯ法人の社員

であることをもって、そのＮＰＯ法人の会員に該当すると

いうわけではありません。ただし、そのＮＰＯ法人の定款

などにおいて、例えば、「社員は会員から選ぶ」又は「社員

となれば同時に会員にもなる」等の取り決めをしている場

合には、社員はすべて会員となります。 

 

●法規第十一条の者（会員に類するもの）とは、単にＮＰＯ

法人の帳簿書類等に氏名等が記載されたものがすべて該当

するわけではなく、ＮＰＯ法人から継続・反復して資産の

譲渡等を受けること又は相互の交流・連絡・意見交換に参

加することが予定されている者としてＮＰＯ法人の帳簿書

類等に登載され、かつ、実際に継続・反復して資産の譲渡

等を受ける者又は相互の交流・連絡・意見交換に参加する

者がこれに該当します。したがって、例えば、登録された

者を対象とし継続・反復して行われるカルチャースクール

や、講習会のような活動により役務の提供を受ける者（法

規第十二条に該当する者を除きます。）は会員に類する者に

該当すると考えられます。また、例えば、登録された者を

対象とした次のような相互の交流・連絡・意見交換に該当

する活動に参加する者についても、会員に類する者に該当

すると考えられます。  

●法規第十条の割合は、事業費の額によりその割合を算定し

ても、その事業費の額によって計算した割合がそのＮＰＯ

法人の活動の実態を表さないものとなることがあります。 

このような場合には、そのＮＰＯ法人の活動実態が明らか

となる指標により、合理性のある割合を算定する必要があ

ります。 



特定非営利活動促進法（略称：法） 特定非営利活動促進法施行令（略称：法令）  特定非営利活動促進法施行規則（略称：法規） 備    考 

 

356  357 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（特定非営利活動法人の運営又は業務の執行に関係し

ない者） 

第十二条 法第四十五条第一項第二号イに規定する当該

申請に係る特定非営利活動法人の運営又は業務の執行

に関係しない者で内閣府令で定めるものは、当該申請

に係る特定非営利活動法人が行う不特定多数の者を対

象とする資産の譲渡等の相手方であって、当該資産の

譲渡等以外の当該申請に係る特定非営利活動法人の活

動に関係しない者とする。 

 

 

 

（その対象が会員等である資産の譲渡等から除かれる

活動） 

第十三条 法第四十五条第一項第二号イに規定する内閣

府令で定める活動は、次に掲げるものとする。 

一 当該申請に係る特定非営利活動法人が行う資産の

譲渡等で、その対価として当該資産の譲渡等に係る

通常の対価の額のおおむね百分の十程度に相当する

額以下のもの及び交通費、消耗品費その他当該資産

の譲渡等に付随して生ずる費用でその実費に相当す

る額（次号において「付随費用の実費相当額」とい

う。）以下のものを会員等（法第四十五条第一項第

二号イに規定する会員等をいう。以下同じ。）から

得て行うもの 

二 当該申請に係る特定非営利活動法人が行う役務の

提供で、最低賃金法（昭和三十四年法律第百三十七

号）第四条第一項の規定により使用者が労働者に支

払わなければならないこととされている賃金の算定

の基礎となる同法第九条第一項に規定する地域別最

低賃金の額を会員等が当該申請に係る特定非営利活

動法人に支払う当該役務の提供の対価の額の算定の

基礎となる額とみなして、これと当該役務の提供の

従事者の作業時間数に基づいて算出される金額にお

おむね相当する額以下のもの及び付随費用の実費相

当額以下のものをその対価として会員等から得て行

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・サークルや同窓会のような活動 

・過去の参加者のみに案内状を送付し、過去の参加者のみ

が参加したシンポジウム（実態として過去の参加者のみ

を対象とした活動であるため） 

●入会金又は会費等の名目によりＮＰＯ法人が会員等から受

領した金額のうちに、次に掲げるようなものが含まれてい

る場合には、それぞれ次に掲げる金額を資産の譲渡等の対

価として法規第十三条第一号又は第二号に該当するかどう

かを判断してください。 

・会費を支払うことにより本来有料であるサービスが無料

で受けられる場合のそのサービスの本来の料金 

・会費を支払うことによりサービスの料金が割引される場

合の、割引前の料金と割引後の料金との差額 

 

●法規第十二条の者（特定非営利活動法人の運営又は業務の

執行に関係しない者）とは、例えば、次の事例のように、

会員を広く一般に募集するなど不特定多数の者を対象とし

た法人の提供するサービスを利用するだけの会員であっ

て、そのサービスの利用以外にその法人の業務活動等に関

係しないものがこれに該当すると考えられます。 

・ＮＰＯ法人の行う介護サービスを受ける場合、定期的な

サービスの提供のために介護会員登録を行うこととして

おり、会員となった者以外ではＮＰＯ法人の介護サービ

スを受けることはできない。ただし、介護会員となるた

めには特に資格等はなく、介護を受ける必要のある者で

あれば誰でも会員となることができる。なお、定款によ

り正会員は当法人の社員となり表決権を有するが、サー

ビスを受けるための会員は介護会員となり、正会員と異

なり表決権はなく、介護会員は介護サービスを受ける以

外にＮＰＯ法人の業務及び活動に携わることはない。 



特定非営利活動促進法（略称：法） 特定非営利活動促進法施行令（略称：法令）  特定非営利活動促進法施行規則（略称：法規） 備    考 

 

358  359 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ロ その便益の及ぶ者が次に掲げる者その他特定の

範囲の者（前号ハに掲げる基準に適合する場合に

あっては、（４）に掲げる者を除く。）である活

動（会員等を対象とする活動で内閣府令で定める

もの及び会員等に対する資産の譲渡等を除く。） 
（１） 会員等 
（２） 特定の団体の構成員 
（３） 特定の職域に属する者 
（４） 特定の地域として内閣府令で定める地域

に居住し又は事務所その他これに準ずるものを

有する者 
 

 
 
 

 
 

 
ハ 特定の著作物又は特定の者に関する普及啓発、

広告宣伝、調査研究、情報提供その他の活動 
 
 
 
ニ 特定の者に対し、その者の意に反した作為又は

不作為を求める活動 
 
 
 
 
 

三 その運営組織及び経理に関し、次に掲げる基準に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

うもの 

三 法別表第十九号に掲げる活動又は同表第二十号の

規定により同表第十九号に掲げる活動に準ずる活動

として都道府県若しくは指定都市の条例で定める活

動を主たる目的とする特定非営利活動法人が行うそ

の会員等の活動（公益社団法人若しくは公益財団法

人である会員等又は認定特定非営利活動法人である

会員等が参加しているものに限る。）に対する助成 

 

（その便益の及ぶ者が特定の範囲の者である活動から

除かれる活動） 

第十四条 法第四十五条第一項第二号ロに規定する内閣

府令で定める活動は、前条第三号に掲げる活動とする。 

 

 

 

 

 

 

 

（特定の地域） 

第十五条 法第四十五条第一項第二号ロ（４）に規定す

る内閣府令で定める地域は、一の市町村（特別区を含

むものとし、指定都市にあっては、区又は総合区）の

区域の一部で地縁に基づく地域とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●法第四十五条第一項第二号ニの活動は、特定の者の意に反

する活動がこれに該当しますから、直接、その特定の者に

対して活動を行う場合に限られず、間接的ではあるが、当

該特定の者の行っている活動の認知度、当該特定の者とＮ

ＰＯ法人との関係等から、その特定の者に対してその者の

意に反する活動を行っていると認められる活動はこれに該

当します。 

●法第四十五条第一項第二号ロに規定する活動は、便益の及

ぶ者が特定の範囲の者である活動がこれに該当しますの

で、便益を受ける者に対する直接の活動に限られず、間接

的ではあるがその活動の結果、特定の範囲の者に便益が及

ぶ次に掲げるような活動もこれに該当します。  

・特定の職域に属する者の賃金の増額や勤務時間の縮減な

どを求めて、雇用者等に対して行う活動 

・特定の地域に居住する者の日照権を守るために高層ビル

の建築をしようとする者等に対して行う活動 

 

●法規第十五条にいう市町村とは、日本国内の市町村をいい

ますから、ＮＰＯ法人の行った活動が、外国の同一の市町

村内の者のために行われた活動である場合には、その活動

は法第四十五条第一項第二号ロ（４）の「特定の地域とし

て内閣府令で定める地域に居住し、又は事務所、事業所そ

の他これらに準ずるものを有する者」に便益が及ぶ活動に

は該当しません。 

 

●法第四十五条第一項第二号ハにいう「著作物」とは、著作

権法の保護の対象になるものに限りません。ただし、現在

において一般に普通名詞で表現されるようになったもの

は、同号ハにいう「特定の著作物」には該当しません。 
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適合していること。 
 

イ 各役員について、次に掲げる者の数の役員の総

数のうちに占める割合が、それぞれ三分の一以下

であること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（１） 当該役員並びに当該役員の配偶者及び三

親等以内の親族並びに当該役員と内閣府令で定

める特殊の関係のある者 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２） 特定の法人（当該法人との間に発行済株

式又は出資（その有する自己の株式又は出資を

除く。）の総数又は総額の百分の五十以上の株

式又は出資の数又は金額を直接又は間接に保有

する関係その他の内閣府令で定める関係のある

法人を含む。）の役員又は使用人である者並び

にこれらの者の配偶者及び三親等以内の親族並

びにこれらの者と内閣府令で定める特殊の関係

のある者 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

（特定の者の数の役員の総数のうちに占める割合の基

準の適合に関する判定） 

第十九条 法第四十五条第一項第三号イに掲げる基準

に適合するか否かの判定に当たっては、当該特定非

営利活動法人の責めに帰することのできない事由に

より当該基準に適合しないこととなった場合におい

て、その後遅滞なく当該基準に適合していると認め

られるときは、当該基準に継続して適合しているも

のとみなす。 

 

 
 
 

（特殊の関係） 

第十六条 法第四十五条第一項第三号イ（１）に規定す

る内閣府令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係と

する。 

一 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様

の事情にある関係 

二 使用人である関係及び使用人以外の者で当該役員

から受ける金銭その他の財産によって生計を維持し

ている関係 

三 前二号に掲げる関係のある者の配偶者及び三親等

以内の親族でこれらの者と生計を一にしている関係 

 

（特定の法人との関係） 

第十七条 法第四十五条第一項第三号イ（２）に規定す

る内閣府令で定める関係は、一の者（法人に限る。）

が法人の発行済株式又は出資（その有する自己の株式

又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」

という。）の総数又は総額の百分の五十以上の数又は

金額の株式又は出資を保有する場合における当該一の

者と当該法人との間の関係（以下この条において「直

接支配関係」という。）とする。この場合において、

当該一の者及びこれとの間に直接支配関係がある一若

しくは二以上の法人又は当該一の者との間に直接支配

関係がある一若しくは二以上の法人が他の法人の発行

済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

他の法人Ｂ 法人Ａ 
一の者 

（法人） 

50％ 
以上 

50％ 
以上 

●法規第十七条の関係とは、一の者が法人の発行済株式等の

50％以上を保有する場合における当該一の者と当該法人と

の関係をいい、これを直接支配関係といいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●法第四十五条第一項第三号イの割合の算定は、最も大きな

（１）の親族グループ又は（２）の法人グループで行うこ

とになります。仮に、複数の親族グループが存在する場合

であっても、これを合算して算定する必要はありません。 

（計算例） 

・役員の数…………………………………… 20 名 

・役員Ａさんの親族グループ……………… ４名 

・役員Ｂさんの親族グループ……………… ３名 

※ 他には、親族グループも法人グループも存在しません。 

この場合、 （４名＋３名）÷20 名 という計算式ではなく、 

４名÷20 名 という計算式により算定した割合により、法第

四十五条第一項第三号イの基準に適合するかどうかを判定

することになります。したがって、この例の場合には、４

名÷20 名(1/5) ≦1/3 となりますから、同号イの基準に適

合することになります。 

●法規第十六条第二号に規定する「生計を維持しているもの」

とは、当該役員からの経済的援助によって日常生活の資の

主要部分を補っている者をいいます。 

●法規第十六条第三号に規定する「これらの者と生計を一に

しているもの」とは、これらの者と日常生活の資を共通に

している者をいいますから、同居していなくても仕送り等

により日常生活の資を共通にしている場合にはこれに該当

します。 

一の者（法人） 法人Ａ 

他の法人Ｂ 

合計 50％ 
以上 

50％ 
以上 
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ロ 各社員の表決権が平等であること。 
 
ハ その会計について公認会計士若しくは監査法人

の監査を受けていること又は内閣府令で定めると

ころにより帳簿及び書類を備え付けてこれらにそ

の取引を記録し、かつ、当該帳簿及び書類を保存

していること。 
 
ニ その支出した金銭でその費途が明らかでないも

のがあることその他の不適正な経理として内閣府

令で定める経理が行われていないこと。 
 
 
 

 
四 その事業活動に関し、次に掲げる基準に適合して

いること。 
 
イ 次に掲げる活動を行っていないこと。 

（１） 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及

び信者を教化育成すること。 
（２） 政治上の主義を推進し、支持し、又はこ

れに反対すること。 
（３） 特定の公職の候補者若しくは公職にある

者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反

対すること。 
 

ロ その役員、社員、職員若しくは寄附者若しくは

これらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

額の株式又は出資を保有するときは、当該一の者は当

該他の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五

十以上の数又は金額の株式又は出資を保有するものと

みなす。 

 

（役員又は使用人である者との特殊の関係） 

第十八条 法第四十五条第一項第三号イ（２）に規定す

る内閣府令で定める特殊の関係は、第十六条第二号中

「役員」とあるのを「役員又は使用人である者」と読

み替えた場合における同条各号に掲げる関係とする。 
 
 
 

（取引の記録並びに帳簿及び書類の保存） 

第二十条 法第四十五条第一項第三号ハの規定による取

引の記録並びに帳簿及び書類の保存は、法人税法施行

規則（昭和四十年大蔵省令第十二号）第五十三条から

第五十九条までの規定に準じて行うものとする。 
 

（不適正な経理） 

第二十一条 法第四十五条第一項第三号ニに規定する内

閣府令で定める経理は、当該特定非営利活動法人の経

理でその支出した金銭の費途が明らかでないものがあ

るもの、帳簿に虚偽の記載があるものその他の不適正

な経理とする。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（役員、社員、職員若しくは寄附者等との特殊の関係） 

第二十二条 法第四十五条第一項第四号ロに規定する

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上記の２つの例の場合、一の者（法人）は他の法人Ｂの 50％

以上の株式を保有していることになります。 

●法第四十五条第一項第三号ニの「費途が明らかでないもの」

とは、法人が費用として支出した金額のうち、その費途を

確認することができないものをいいますから、法人が名目

に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないもの

が、これに当たります。なお、意図的にその支出先を明ら

かにしない支出がある場合も、当然に「費途が明らかでな

いもの」があることになり、認定を受けることはできませ

ん。 

●法第四十五条第一項第四号(イ)の（１）から（３）までに

掲げる活動は、法第二条第二項第二号においては「主たる

目的」としてこれを行うことはできないとされています（主

たる目的でなければ行うことができます。）。しかしながら、

認定を受けるためには、「主たる目的」であるかどうかにか

かわらず、これらの活動を一切行うことはできません。 
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はこれらの者と内閣府令で定める特殊の関係のあ

る者に対し特別の利益を与えないことその他の特

定の者と特別の関係がないものとして内閣府令で

定める基準に適合していること。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
ハ 実績判定期間における事業費の総額のうちに特

定非営利活動に係る事業費の額の占める割合又は

これに準ずるものとして内閣府令で定める割合が

百分の八十以上であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内閣府令で定める特殊の関係は、第十六条第二号中

「役員」とあるのを「役員、社員、職員若しくは寄

附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の

親族」と読み替えた場合における同条各号に掲げる

関係とする。 

 

（特定の者と特別の関係がないものとされる基準） 

第二十三条 法第四十五条第一項第四号ロに規定する内

閣府令で定める基準は、次に掲げる基準とする。 

一 当該役員の職務の内容、当該特定非営利活動法人

の職員に対する給与の支給の状況、当該特定非営利

活動法人とその活動内容及び事業規模が類似するも

のの役員に対する報酬の支給の状況等に照らして当

該役員に対する報酬の支給として過大と認められる

報酬の支給を行わないことその他役員等（役員、社

員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶

者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と前条

に規定する特殊の関係のある者をいう。以下この項

並びに第三十二条第一項第三号ロ及び第五号におい

て同じ。）に対し報酬又は給与の支給に関して特別

の利益を与えないこと。 

二 役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価

の額が当該資産のその譲渡の時における価額に比し

て著しく過少と認められる資産の譲渡を行わないこ

とその他これらの者と当該特定非営利活動法人との

間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこ

と。 

三 役員等に対し役員の選任その他当該特定非営利活

動法人の財産の運用及び事業の運営に関して特別の

利益を与えないこと。 

四 営利を目的とした事業を行う者、法第四十五条

第一項第四号イ（１）、（２）若しくは（３）に

掲げる活動を行う者又は同号イ（３）に規定する

特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対

し、寄附を行わないこと。 

 

（特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合に

準ずる割合） 

第二十四条 法第四十五条第一項第四号ハに規定する

内閣府令で定める割合は、実績判定期間において、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●特定非営利活動とそれ以外の活動とに共通する事業費があ

る場合には、継続的に、資産の使用割合、従事者の作業時

間数、資産の帳簿価額の比、収入金額の比その他その事業

費の性質に応じた合理的な指標により特定非営利活動とそ

●法規第二十三条第一号から第三号の「特別の利益」を与え

ているかどうかの判定に当たっては、ＮＰＯ法人が役員等

に対する債権を放棄するなどの行為を行ったことにより実 

質的に役員等に対して給与を支給したのと同様の経済的効

果をもたらすもの（病気見舞、災害見舞等のように一般的

に福利厚生費として支出されているものは除きます。）があ

る場合には、これらをその役員等に対して支払っているも

のとして、「特別の利益」を与えているかどうかを判定する

必要があります。 

 

●法規第二十三条第四号の者に対し寄附を行うこととは、寄

附金という名目で支出しているかどうかにより判定するも

のではありませんから、いずれの名目でするかを問わず、

金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与

を行った場合には、これに該当します。 
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ニ 実績判定期間における受入寄附金総額の百分の

七十以上を特定非営利活動に係る事業費に充てて

いること。 
五 次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合

には、正当な理由がある場合を除いて、当該書類（イ

に掲げる書類については、これらに記載された事項

中、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いた

もの）をその事務所において閲覧させること。 
イ 事業報告書等、役員名簿及び定款等 
ロ 前条第二項第二号及び第三号に掲げる書類並び

に第五十四条第二項第二号から第四号までに掲げ

る書類及び同条第三項の書類 
六 各事業年度において、事業報告書等を第二十九条

の規定により所轄庁に提出していること。 
 
七 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反

する事実、偽りその他不正の行為により利益を得、

又は得ようとした事実その他公益に反する事実がな

いこと。 
 
八 前条第二項の申請書を提出した日を含む事業年度

の初日において、その設立の日以後一年を超える期

間が経過していること。 
 
九 実績判定期間において、第三号、第四号イ及びロ

並びに第五号から第七号までに掲げる基準（当該実

績判定期間中に、前条第一項の認定又は第五十八条

第一項の特例認定を受けていない期間が含まれる場

合には、当該期間については第五号ロに掲げる基準

を除く。）に適合していること。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該申請に係る特定非営利活動法人の行った事業活

動に係る従事者の作業時間数その他の合理的な指標

により当該事業活動のうちに特定非営利活動が占め

る割合を算定する方法により算定した割合とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●法規第二十四条により、法第四十五条第一項第四号ハに規

定する割合に代えて同号の基準の判定の指標とすることが

できる割合は、その法人の事業活動のうちに特定非営利活

動の占める割合を同号ハに規定する割合よりも合理的に算

定できるものでなければ認められません。 

●法第四十五条第一項第一号、第二号並びに第四号ハ及びニ

の基準は、実績判定期間において適合している必要があり

ますが、第三号、第四号イ及びロ、第五号から第七号まで

の基は、実績判定期間内の各事業年度だけでなく認定時ま

で適合している必要があります。 

なお、認定申請後認定を受けるまでの間に助成金の支給を

行った場合には、速やかに法第五十四条第三項に定められ

ている書類を備え置くとともに、閲覧の請求があった場合

には、正当な理由がある場合を除いて、これをその事務所

において閲覧させなければなりません。 

●法第四十五条第一項第七号の「法令又は法令に基づいてす

る行政庁の処分に違反する事実」には、例えば、法第四十

二条に基づく所轄庁の改善命令に違反する場合などが該当

するものと考えます。 

れ以外の活動とに配賦し、これに基づいて法第四十五条第

一項第四号ハ及びニの基準の判定を行うことになります。 
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２ 前項の規定にかかわらず、前条第一項の認定の申請

をした特定非営利活動法人の実績判定期間に国の補助

金等がある場合及び政令で定める小規模な特定非営利

活動法人が同項の認定の申請をした場合における前項

第一号イに規定する割合の計算については、政令で定

める方法によることができる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（小規模な特定非営利活動法人） 
第三条 法第四十五条第二項に規定する政令で定める小

規模な特定非営利活動法人（第五条第二項及び第三項

において「小規模法人」という。）は、実績判定期間

（法第四十四条第三項に規定する実績判定期間をい

う。以下同じ。）における総収入金額に十二を乗じて

これを当該実績判定期間の月数で除して得た金額が八

百万円未満で、かつ、当該実績判定期間において受け

入れた寄附金の額の総額が三千円以上である寄附者

（当該申請に係る特定非営利活動法人の役員又は社員

である者を除く。）の数が五十人以上である特定非営

利活動法人とする。 
 
（実績判定期間の月数の計算方法） 

第四条 法第四十五条第一項第一号ロ及び前条の月数

は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じた

ときは、これを一月とする。 
 
（国の補助金等がある場合における寄附金等収入金額

の割合の計算方法等） 
第五条  
１ 前掲P348 
２ 小規模法人が法第四十四条第一項の認定を受けよう

とする場合における法第四十五条第一項第一号に掲げ

る基準については、同号イの規定にかかわらず、実績

判定期間における第一号に掲げる金額のうちに第二号

に掲げる金額（内閣府令で定める要件を満たす小規模

法人にあっては、同号及び第三号に掲げる金額の合計

額）の占める割合が五分の一以上であることとするこ

とができる。 
一 総収入金額から国の補助金等、臨時的な収入その

他の内閣府令で定めるものの額を控除した金額 
二 法第四十五条第一項第一号イ（２）に規定する受

入寄附金総額から同号イ（２）に規定する一者当た

り基準限度超過額その他の内閣府令で定める寄附金

の額の合計額を控除した金額 
三 社員から受け入れた会費の額の合計額から当該合

計額に法第四十五条第一項第二号に規定する内閣府

令で定める割合を乗じて計算した金額を控除した金

額のうち前号に掲げる金額に達するまでの金額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（小規模法人に関する特例） 

第二十五条 令第五条第二項に規定する内閣府令で定

める要件は、第四条各号に掲げるものとする。 

２ 令第五条第二項第一号に規定する内閣府令で定め

るものは、第五条第一号から第五号まで及び第八号

に掲げるものとする。 

３ 令第五条第二項第二号に規定する内閣府令で定め

る寄附金の額は、第七条第一号及び第四号に掲げる

金額とする。 
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（合併特定非営利活動法人に関する適用） 

第四十六条 前二条に定めるもののほか、第四十四条第

一項の認定を受けようとする特定非営利活動法人が合

併後存続した特定非営利活動法人又は合併によって設

立した特定非営利活動法人で同条第二項の申請書を提

出しようとする事業年度の初日においてその合併又は

設立の日以後一年を超える期間が経過していないもの

である場合における前二条の規定の適用に関し必要な

事項は、政令で定める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 前項の規定の適用を受けようとする小規模法人の実

績判定期間に国の補助金等がある場合における同項に

規定する割合の計算については、当該国の補助金等の

金額のうち同項第二号に掲げる金額に達するまでの金

額は、同号に掲げる金額に含めることができる。この

場合において、当該国の補助金等の金額は、同項第一

号に掲げる金額に含めるものとする。 
 
（合併特定非営利活動法人に関する法第四十四条及び

第四十五条の規定の適用） 
第六条 法第四十四条第一項の認定を受けようとする特

定非営利活動法人が合併後存続した特定非営利活動法

人で同条第二項の申請書を提出しようとする事業年度

の初日においてその合併の日以後一年を超える期間が

経過していないものである場合における同条及び法第

四十五条の規定の適用については、法第四十四条第三

項中「の末日」とあるのは「の末日（当該末日の翌々

日以後に合併をした場合にあっては、その合併の日の

前日。以下この項において同じ。）」と、「各事業年

度」とあるのは「当該特定非営利活動法人又は合併に

よって消滅した各特定非営利活動法人の各事業年度」

と、法第四十五条第一項第八号中「その設立の日」と

あるのは「当該申請に係る特定非営利活動法人又は合

併によって消滅した各特定非営利活動法人の設立の日

のうち最も早い日」とする。 
２ 前項に規定する場合において、当該特定非営利活動

法人の合併前の期間につき法第四十五条第一項第一

号、第二号、第四号ハ及びニ並びに第九号に掲げる基

準に適合するか否かの判定は、次の各号に掲げる基準

に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとす

る。 
一 法第四十五条第一項第一号、第二号並びに第四号

ハ及びニに掲げる基準 当該特定非営利活動法人及

び合併によって消滅した各特定非営利活動法人を一

の法人とみなして判定すること。 
二 法第四十五条第一項第九号（同項第五号ロに係る

部分を除く。）に掲げる基準 当該特定非営利活動

法人及び合併によって消滅した各特定非営利活動法

人のそれぞれについて判定すること。 
三 法第四十五条第一項第九号（同項第五号ロに係る

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●法令第五条第三項において、法第四十五条第一項第一号に

規定するいわゆるパブリックサポートテスト（ＰＳＴ）の

計算について、選択により国の補助金等を分母、分子に算

入することができます。なお、国の補助金等を分母、分子

に算入するか否かについては、実績判定期間内を通じて同

一の選択をする必要がありますので、特定の国の補助金等

の一部を算入する（しない）ということはできません。 
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（欠格事由） 
第四十七条 第四十五条の規定にかかわらず、次のいず

れかに該当する特定非営利活動法人は、第四十四条第

一項の認定を受けることができない。 
一 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者が

あるもの 
イ 認定特定非営利活動法人が第六十七条第一項若

しくは第二項の規定により第四十四条第一項の認

定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活

動法人が第六十七条第三項において準用する同条

第一項若しくは第二項の規定により第五十八条第

一項の特例認定を取り消された場合において、そ

の取消しの原因となった事実があった日以前一年

内に当該認定特定非営利活動法人又は当該特例認

定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であ

った者でその取消しの日から五年を経過しないも

部分に限る。）に掲げる基準 当該特定非営利活動

法人及び合併によって消滅した各特定非営利活動法

人（いずれも実績判定期間中に法第四十四条第一項

の認定又は法第五十八条第一項の特例認定を受けて

いた期間が含まれるものに限る。）のそれぞれにつ

いて判定すること。 
３ 前二項の規定は、法第四十四条第一項の認定を受

けようとする特定非営利活動法人が合併によって設

立した特定非営利活動法人で同条第二項の申請書を

提出しようとする事業年度の初日においてその設立

の日以後一年を超える期間が経過していないもので

ある場合における同条及び法第四十五条の規定の適

用について準用する。この場合において、第一項中

「当該末日の翌々日以後に合併をした場合にあって

は、その合併」とあるのは「前項の申請書を提出し

ようとする日の前日において、設立後最初の事業年

度が終了していない場合にあっては、その設立」と、

同項中「当該特定非営利活動法人又は合併」及び「当

該申請に係る特定非営利活動法人又は合併」とあり、

並びに前項各号中「当該特定非営利活動法人及び合

併」とあるのは「合併」と、同項中「合併前」とあ

るのは「設立前」と、それぞれ読み替えるものとす

る。 
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の 
ロ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わっ

た日又はその執行を受けることがなくなった日か

ら五年を経過しない者 
ハ この法律若しくは暴力団員による不当な行為の

防止等に関する法律の規定に違反したことによ

り、若しくは刑法第二百四条、第二百六条、第二

百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しく

は第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に

関する法律の罪を犯したことにより、又は国税若

しくは地方税に関する法律中偽りその他不正の行

為により国税若しくは地方税を免れ、納付せず、

若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれ

らの違反行為をしようとすることに関する罪を定

めた規定に違反したことにより、罰金の刑に処せ

られ、その執行を終わった日又はその執行を受け

ることがなくなった日から五年を経過しない者 
ニ 暴力団の構成員等 

二 第六十七条第一項若しくは第二項の規定により第

四十四条第一項の認定を取り消され、又は第六十七

条第三項において準用する同条第一項若しくは第二

項の規定により第五十八条第一項の特例認定を取り

消され、その取消しの日から五年を経過しないもの 
三 その定款又は事業計画書の内容が法令又は法令に

基づいてする行政庁の処分に違反しているもの 
四 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているも

の又は当該滞納処分の終了の日から三年を経過しな

いもの 
五 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を

課された日から三年を経過しないもの 
六 次のいずれかに該当するもの 
イ 暴力団 
ロ 暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある

もの 
 
（認定に関する意見聴取） 

第四十八条 所轄庁は、第四十四条第一項の認定をしよ

うとするときは、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、

当該事由の有無について、当該各号に定める者の意見

を聴くことができる。 
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一 前条第一号ニ及び第六号に規定する事由 警視総

監又は道府県警察本部長 
 
二 前条第四号及び第五号に規定する事由 国税庁長

官、関係都道府県知事又は関係市町村長（以下「国

税庁長官等」という。） 
 
 
 
 
（認定の通知等） 

第四十九条 所轄庁は、第四十四条第一項の認定をした

ときはその旨を、同項の認定をしないことを決定した

ときはその旨及びその理由を、当該申請をした特定非

営利活動法人に対し、速やかに、書面により通知しな

ければならない。 
２ 所轄庁は、第四十四条第一項の認定をしたときは、

インターネットの利用その他の適切な方法により、当

該認定に係る認定特定非営利活動法人に係る次に掲げ

る事項を公示しなければならない。 
一 名称 
二 代表者の氏名 
三 主たる事務所及びその他の事務所の所在地 
四 当該認定の有効期間 
 
五 前各号に掲げるもののほか、都道府県又は指定都

市の条例で定める事項 
 
 
 

 
３ 所轄庁は、特定非営利活動法人で二以上の都道府県

の区域内に事務所を設置するものについて第四十四条

第一項の認定をしたときは、当該認定に係る認定特定

非営利活動法人の名称その他の内閣府令で定める事項

を、その主たる事務所が所在する都道府県以外の都道

府県でその事務所が所在する都道府県の知事（以下「所

轄庁以外の関係知事」という。）に対し通知しなけれ

ばならない。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（認定に関する意見聴取） 

第二十六条 所轄庁が、法第四十七条第四号に掲げる

事由の有無について、法第四十八条第二号に定める

者の意見を聴くときは、当該申請に係る特定非営利

活動法人から提出された滞納処分に係る国税又は地

方税の納税証明書を示して行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（所轄庁以外の関係知事に対する認定の通知等） 

第二十七条 法第四十九条第三項に規定する内閣府令

で定める事項は、当該認定に係る特定非営利活動法

人の次に掲げる事項とする。 

一 名称 

二 代表者の氏名 

三 主たる事務所及び法第四十九条第三項の通知を

受ける所轄庁以外の関係知事（同項に規定する所

轄庁以外の関係知事をいう。以下同じ。）の管轄す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二十二 公示事項について 
  法第四十九条第二項第五号（法第五十一条第五項、

第六十二条及び第六十三条第五項において準用する

場合を含む。）の規定により条例で定める事項を定め

ることができます。 
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４ 認定特定非営利活動法人で二以上の都道府県の区域

内に事務所を設置するものは、第一項の規定による認

定の通知を受けたときは、内閣府令で定めるところに

より、遅滞なく、次に掲げる書類を所轄庁以外の関係

知事に提出しなければならない。 
一 直近の事業報告書等（合併後当該書類が作成され

るまでの間は、第三十四条第五項において準用する

第十条第一項第七号の事業計画書、第三十四条第五

項において準用する第十条第一項第八号の活動予算

書及び第三十五条第一項の財産目録。第五十二条第

四項及び第五項において同じ。）、役員名簿及び定

款等 
二 第四十四条第二項の規定により所轄庁に提出した

同項各号に掲げる添付書類の写し 
三 認定に関する書類の写し 
 
（名称等の使用制限） 

第五十条 認定特定非営利活動法人でない者は、その名

称又は商号中に、認定特定非営利活動法人であると誤

認されるおそれのある文字を用いてはならない。 
２ 何人も、不正の目的をもって、他の認定特定非営利

活動法人であると誤認されるおそれのある名称又は商

号を使用してはならない。 
 
（認定の有効期間及びその更新） 

第五十一条 第四十四条第一項の認定の有効期間（次項

の有効期間の更新がされた場合にあっては、当該更新

された有効期間。以下この条及び第五十七条第一項第

一号において同じ。）は、当該認定の日（次項の有効

期間の更新がされた場合にあっては、従前の認定の有

効期間の満了の日の翌日。第五十四条第一項において

同じ。）から起算して五年とする。 
２ 前項の有効期間の満了後引き続き認定特定非営利活

動法人として特定非営利活動を行おうとする認定特定

非営利活動法人は、その有効期間の更新を受けなけれ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る区域内に所在するその他の事務所の所在場所及

び電話番号（ファクシミリの番号を含む。）その他

の連絡先 

四 当該認定の有効期間 

 

２ 法第四十九条第四項の規定による同項各号に掲げ

る書類の提出は、様式第一号により作成した提出書

を所轄庁以外の関係知事に提出してするものとす

る。 
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ばならない。 
３ 前項の有効期間の更新を受けようとする認定特定非

営利活動法人は、第一項の有効期間の満了の日の六月

前から三月前までの間（以下この項において「更新申

請期間」という。）に、所轄庁に有効期間の更新の申

請をしなければならない。ただし、災害その他やむを

得ない事由により更新申請期間にその申請をすること

ができないときは、この限りでない。 
４ 前項の申請があった場合において、第一項の有効期

間の満了の日までにその申請に対する処分がされない

ときは、従前の認定は、同項の有効期間の満了後もそ

の処分がされるまでの間は、なお効力を有する。 
 
５ 第四十四条第二項（第一号に係る部分を除く。）及

び第三項、第四十五条第一項（第三号ロ、第六号、第

八号及び第九号に係る部分を除く。）及び第二項、第

四十六条から第四十八条まで並びに第四十九条第一

項、第二項及び第四項（第一号に係る部分を除く。）

の規定は、第二項の有効期間の更新について準用する。

ただし、第四十四条第二項第二号及び第三号に掲げる

書類については、既に所轄庁に提出されている当該書

類の内容に変更がないときは、その添付を省略するこ

とができる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（認定の有効期間の更新に関する認定特定非営利活動

法人の認定に係る規定の準用） 
第七条 第一条の規定は法第五十一条第五項において

準用する法第四十五条第一項第一号イに規定する政

令で定める割合について、第二条の規定は法第五十

一条第五項において準用する法第四十五条第一項第

一号ロに規定する政令で定める額及び数について、

第三条の規定は法第五十一条第五項において準用す

る法第四十五条第二項に規定する政令で定める小規

模な特定非営利活動法人について、第四条の規定は

法第五十一条第五項において準用する法第四十五条

第一項第一号ロ及びこの条において準用する第三条

の月数の計算方法について、第五条の規定は法第五

十一条第五項において準用する法第四十五条第二項

に規定する政令で定める方法について、前条（第二

項第二号及び第三号に係る部分を除く。）の規定は

法第五十一条第五項において準用する法第四十六条

に規定する政令で定める事項について、それぞれ準

用する。この場合において、前条第一項中「と、法

第四十五条第一項第八号中「その設立の日」とある

のは「当該申請に係る特定非営利活動法人又は合併

によって消滅した各特定非営利活動法人の設立の日

のうち最も早い日」とする」とあるのは「とする」

と、同条第二項中「法第四十五条第一項第一号、第

二号、第四号ハ及びニ並びに第九号」とあるのは「法

第五十一条第五項において準用する法第四十五条第

一項第一号、第二号並びに第四号ハ及びニ」と、同

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（認定の有効期間の更新の届出） 

第二十八条 法第五十一条第五項において準用する法

第四十九条第四項（第一号に係る部分を除く。）の規

定による同項第二号及び第三号に掲げる書類の提出

は、様式第二号により作成した提出書を所轄庁以外

の関係知事に提出してするものとする。 

 

（認定の有効期間の更新に関する認定特定非営利活

動法人の認定に係る規定の準用） 

第二十九条 第四条から第二十六条までの規定は、法

第五十一条第二項の有効期間の更新について準用す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二十三 認定の有効期間の更新申請について 
  法第五十一条第二項の有効期間の更新を受けよう

とする認定特定非営利活動法人は、法第五十一条第

五項の規定において準用する法第四十四条第二項第

二号及び第三号に掲げる書類を添付した所定の様式

による申請書を【知事・市長】に提出する旨の条例

を定めることとなります。ただし、これらの書類に

ついては、既に知事に提出されている当該書類の内

容に変更がないときは、その添付を省略できる旨を

定めることとなります。 
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（役員の変更等の届出、定款の変更の届出等及び事業

報告書等の提出に係る特例並びにこれらの書類の閲

覧） 
第五十二条 認定特定非営利活動法人についての第二十

三条、第二十五条第六項及び第七項並びに第二十九条

の規定の適用については、これらの規定中「所轄庁に」

とあるのは、「所轄庁（二以上の都道府県の区域内に

事務所を設置する認定特定非営利活動法人にあって

は、所轄庁及び所轄庁以外の関係知事）に」とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 二以上の都道府県の区域内に事務所を設置する認定

特定非営利活動法人は、第二十五条第三項の定款の変

更の認証を受けたときは、都道府県又は指定都市の条

例で定めるところにより、遅滞なく、当該定款の変更

を議決した社員総会の議事録の謄本及び変更後の定款

を所轄庁以外の関係知事に提出しなければならない。 
 
３ 第二十六条第一項の場合においては、認定特定非営

利活動法人は、同条第二項に掲げる添付書類のほか、

内閣府令で定めるところにより、寄附者名簿その他の

内閣府令で定める書類を申請書に添付しなければなら

ない。 
 
 
 
 
 
 
 

条第三項中「前項の」とあるのは「第五十一条第五

項において準用する前項の」と、それぞれ読み替え

るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（所轄庁の変更を伴う定款の変更の認証の申請の添

付書類） 

第三十条 法第五十二条第三項に規定する内閣府令で

定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。 

一 法第四十四条第二項の規定により所轄庁に提出

した同項第一号に規定する寄附者名簿その他の同

項各号に掲げる添付書類の写し 

二 認定に関する書類の写し 

三 法第五十五条第一項の規定により所轄庁に提出

した直近の法第五十四条第二項第二号から第四号

までに掲げる書類の写し 

四 法第五十五条第二項の規定により所轄庁に提出

 

 

 

 

第二十四 認定特定非営利活動法人の定款の変更等につ

いて  
１ 第七１及び２、第九１、第十１並びに第十一１の規

定は、法第五十二条第一項の規定により認定特定非営

利活動法人について法第二十三条、法第二十五条第六

項及び第七項並びに法第二十九条の規定を読み替えて

適用する場合において、【県】の区域内及び他の都道府

県の区域内に事務所を設置する認定特定非営利活動法

人のうち知事が所轄するもの以外のもの（３及び第二

十六３において「非所轄法人」という。）がこれらの規

定による届出又は提出を知事にする場合に適用する旨

を定めることができます。 
２ 前項の規定により届出又は提出をする場合には、

第七３、第九２、第十２及び第十一２の規定にかか

わらず、これらの書類の写し又は副本の添付を要し

ない旨を定めることができます。 

 

３ 法第五十二条第二項の規定により、非所轄法人が同

項に掲げる書類の提出をするときは、同項に掲げる書

類を添付した所定の様式による提出書を知事に提出す

る旨の条例を定めることとなります。 
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４ 認定特定非営利活動法人は、事業報告書等、役員名

簿又は定款等の閲覧の請求があった場合には、正当な

理由がある場合を除いて、これをその事務所において

閲覧させなければならない。 
５ 認定特定非営利活動法人は、前項の請求があった場

合において事業報告書等又は役員名簿を閲覧させると

きは、同項の規定にかかわらず、これらに記載された事

項中、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除くこと

ができる。 
 
（代表者の氏名の変更の届出等並びに事務所の新設及

び廃止に関する通知等） 
第五十三条 認定特定非営利活動法人は、代表者の氏名

に変更があったときは、遅滞なく、その旨を所轄庁に

届け出なければならない。 
 
２ 所轄庁は、認定特定非営利活動法人について、第四

十九条第二項各号（第二号及び第四号を除く。）に掲

げる事項に係る定款の変更についての第二十五条第三

項の認証をしたとき若しくは同条第六項の届出を受け

たとき、前項の届出を受けたとき又は第四十九条第二

項第五号に掲げる事項に変更があったときは、インタ

ーネットの利用その他の適切な方法により、その旨を

公示しなければならない。 
 
３ 所轄庁は、認定特定非営利活動法人の事務所が所在

する都道府県以外の都道府県の区域内に新たに事務所

を設置する旨又はその主たる事務所が所在する都道府

県以外の都道府県の区域内の全ての事務所を廃止する

旨の定款の変更についての第二十五条第三項の認証を

したとき又は同条第六項の届出を受けたときは、その

旨を当該都道府県の知事に通知しなければならない。 
 
４ 認定特定非営利活動法人は、その事務所が所在する

都道府県以外の都道府県の区域内に新たに事務所を設

置したときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞

なく、第四十九条第四項各号に掲げる書類を、当該都

道府県の知事に提出しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

した直近の法第五十四条第三項の書類の写し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（定款の変更の通知等） 

第三十一条 所轄庁は、法第五十三条第三項の通知を

しようとするときは、当該認定特定非営利活動法人

の第二十七条第一項各号に掲げる事項について通知

するものとする。 

 

 

 

２ 法第五十三条第四項の規定による法第四十九条第

四項各号に掲げる書類の提出は、様式第三号により

作成した提出書を所轄庁以外の関係知事に提出して

するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二十五 認定特定非営利活動法人の代表者の氏名の変

更の届出について 
  法第五十三条第一項の規定による届出について、

所定の様式による届出書を【知事・市長】に提出す

る旨を定めることができます。 
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（認定申請の添付書類及び役員報酬規程等の備置き等

及び閲覧） 
第五十四条 認定特定非営利活動法人は、第四十四条第

一項の認定を受けたときは、同条第二項第二号及び第

三号に掲げる書類を、都道府県又は指定都市の条例で

定めるところにより、同条第一項の認定の日から起算

して五年間、その事務所に備え置かなければならない。 
２ 認定特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの三月

以内に、都道府県又は指定都市の条例で定めるところ

により、次に掲げる書類を作成し、第一号に掲げる書

類についてはその作成の日から起算して五年間、第二

号から第四号までに掲げる書類についてはその作成の

日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末

日までの間、その事務所に備え置かなければならない。 
一 前事業年度の寄附者名簿 
二 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関す

る規程 
 
三 前事業年度の収益の明細その他の資金に関する事

項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事

項その他の内閣府令で定める事項を記載した書類 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（認定特定非営利活動法人がその事務所に備え置くべ

き書類） 

第三十二条 法第五十四条第二項第三号に規定する内閣

府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

一 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金

に関する事項 

二 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その

内容に関する事項 

三 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他そ

の内容に関する事項 

イ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれ

ぞれについて、取引金額の最も多いものから順次

その順位を付した場合におけるそれぞれ第一順位

から第五順位までの取引 

ロ 役員等との取引 

四 寄附者（当該認定特定非営利活動法人の役員、役

員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特

殊の関係のある者で、前事業年度における当該認定

特定非営利活動法人に対する寄附金の額の合計額が

二十万円以上であるものに限る。）の氏名並びにそ

の寄附金の額及び受領年月日 

五 役員等に対する報酬又は給与の状況 
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四 前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書

類 
 
 
 
 
 

３ 認定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行った

ときは、都道府県又は指定都市の条例で定めるところ

により、遅滞なく、その助成の実績を記載した書類を

作成し、その作成の日から起算して五年が経過した日

を含む事業年度の末日までの間、これをその事務所に

備え置かなければならない。 
 
 
 
 
 
４ 認定特定非営利活動法人は、第四十四条第二項第二

号若しくは第三号に掲げる書類又は第二項第二号から

第四号までに掲げる書類若しくは前項の書類の閲覧の

請求があった場合には、正当な理由がある場合を除い

て、これをその事務所において閲覧させなければなら

ない。 
 

（役員報酬規程等の提出） 
第五十五条 認定特定非営利活動法人は、都道府県又は

指定都市の条例で定めるところにより、毎事業年度一

回、前条第二項第二号から第四号までに掲げる書類（同

項第三号に掲げる書類については、資産の譲渡等に係

る事業の料金、条件その他その内容に関する事項以外

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況（ロ

に係る部分を除く。） 

ロ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給

与の総額に関する事項 

六 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年

月日 

七 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合にお

けるその金額及び使途並びにその実施日 

 

２ 法第五十四条第二項第四号に規定する内閣府令で

定める書類は、法第四十五条第一項第三号（ロに係

る部分を除く。）、第四号イ及びロ、第五号並びに

第七号に掲げる基準に適合している旨並びに法第四

十七条各号のいずれにも該当していない旨を説明す

る書類とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二十六 役員報酬規程等の提出について 
１ 法第五十五条第一項の規定による書類の提出につい

て、毎事業年度初めの三月以内に、同項に掲げる書類

（法第五十四条第二項第二号に掲げる書類にあって

は、既に当該書類を提出している場合であってその内

容に変更がない場合には、その旨を記載した書類）を

●法第五十四条第三項の「助成金」はＮＰＯ法人が事業とし

て助成するものをいいます。 したがって、助成対象者の募

集及び選定の方法並びに助成内容を明らかにし、反復継続

的に行われているようなものはこれに該当します。 

 

●初めて認定を受けようとする場合、法第五十四条第三項の

基準は、実績判定期間（過去）において適合する必要はあ

りませんが、認定時において適合していなければなりませ

ん。 したがって、認定申請後認定を受けるまでの間に助成

金の支給を行った場合には、速やかに法第五十四条第三項

に定められている書類を備え置くとともに、閲覧の請求が

あった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを

その事務所において閲覧させなければなりません。 
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の事項を記載した書類に限る。）を所轄庁（二以上の

都道府県の区域内に事務所を設置する認定特定非営利

活動法人にあっては、所轄庁及び所轄庁以外の関係知

事。以下この条において同じ。）に提出しなければな

らない。ただし、前条第二項第二号に掲げる書類につ

いては、既に所轄庁に提出されている当該書類の内容

に変更がない場合は、この限りでない。 
 
 
 
 
 
２ 認定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行った

ときは、都道府県又は指定都市の条例で定めるところ

により、前条第三項の書類を所轄庁に提出しなければ

ならない。 
 
 
 
 
 
 
 

（役員報酬規程等の公開） 
第五十六条 所轄庁は、認定特定非営利活動法人から提

出を受けた第四十四条第二項第二号若しくは第三号に

掲げる書類又は第五十四条第二項第二号から第四号ま

でに掲げる書類若しくは同条第三項の書類（過去五年

間に提出を受けたものに限る。）について閲覧又は謄

写の請求があったときは、都道府県又は指定都市の条

例で定めるところにより、これを閲覧させ、又は謄写

させなければならない。 
 

（認定の失効） 
第五十七条 認定特定非営利活動法人について、次のい

ずれかに掲げる事由が生じたときは、第四十四条第一

項の認定は、その効力を失う。 
一 第四十四条第一項の認定の有効期間が経過したと

き（第五十一条第四項に規定する場合にあっては、

更新拒否処分がされたとき。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付した所定の様式による提出書を【知事・市長】に

提出する旨の条例を定めることとなります。 
２ １の規定による書類の提出をするときは、当該書類

の副本一通をそれぞれ添える旨を定めることができま

す。 
３ １及び第二十七１の規定は、法第五十五条第一項

又は同条第二項の規定により非所轄法人が知事に書

類を提出する場合に適用する旨の条例を定めること

となります。この場合２及び第二十七４の規定にかか

わらず、当該書類の副本の添付を要しない旨の条例を

定めることとなります。 

 

第二十七 助成金支給書類等の提出 
１ 法第五十五条第二項の規定による書類の提出につい

て、助成金の支給を行った場合の法第五十四条第三項

の書類の提出は事後遅滞なく提出を行う旨の条例を定

めることとなります。 
 ２ １の規定による法第五十四条第三項の書類の提出に

ついて、所定の様式による提出書を【知事・市長】に

提出する旨を定めることができます。 
３ ２の届出書には、副本一通を添える旨を定めるこ

とができます。 

 

第二十八 役員報酬規程等の閲覧及び謄写について 
  法第五十六条の規定による閲覧及び謄写につい

て、■■において行う旨の条例を定めることとなり

ます。 
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二 認定特定非営利活動法人が認定特定非営利活動法

人でない特定非営利活動法人と合併をした場合にお

いて、その合併が第六十三条第一項の認定を経ずに

その効力を生じたとき（同条第四項に規定する場合

にあっては、その合併の不認定処分がされたとき。）。 
三 認定特定非営利活動法人が解散したとき。 

２ 所轄庁は、前項の規定により第四十四条第一項の認

定がその効力を失ったときは、インターネットの利用

その他の適切な方法により、その旨を公示しなければ

ならない。 
３ 所轄庁は、認定特定非営利活動法人で二以上の都道

府県の区域内に事務所を設置するものについて第一項

の規定により第四十四条第一項の認定がその効力を失

ったときは、その旨を所轄庁以外の関係知事に対し通

知しなければならない。 
 

第二節 特例認定特定非営利活動法人 
 

（特例認定） 
第五十八条 特定非営利活動法人であって新たに設立さ

れたもののうち、その運営組織及び事業活動が適正で

あって特定非営利活動の健全な発展の基盤を有し公益

の増進に資すると見込まれるものは、所轄庁の特例認

定を受けることができる。 
 
２ 第四十四条第二項（第一号に係る部分を除く。）及

び第三項の規定は、前項の特例認定を受けようとする

特定非営利活動法人について準用する。この場合にお

いて、同条第三項中「五年（同項の認定を受けたこと

のない特定非営利活動法人が同項の認定を受けようと

する場合にあっては、二年）」とあるのは、「二年」

と読み替えるものとする。 
 

（特例認定の基準） 
第五十九条 所轄庁は、前条第一項の特例認定の申請を

した特定非営利活動法人が次の各号に掲げる基準に適

合すると認めるときは、同項の特例認定をするものと

する。 
一 第四十五条第一項第二号から第九号までに掲げる

基準に適合すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二十九 特例認定の申請について 
  法第五十八条一項の特例認定を受けようとする特

定非営利活動法人は、同条第二項において準用する

法第四十四条第二項第二号及び第三号に掲げる書類

を添付した所定の様式による申請書を【知事・市長】

に提出する旨の条例を定めることとなります。 
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二 前条第二項において準用する第四十四条第二項の

申請書を提出した日の前日において、その設立の日

（当該特定非営利活動法人が合併後存続した特定非

営利活動法人である場合にあっては当該特定非営利

活動法人又はその合併によって消滅した各特定非営

利活動法人の設立の日のうち最も早い日、当該特定

非営利活動法人が合併によって設立した特定非営利

活動法人である場合にあってはその合併によって消

滅した各特定非営利活動法人の設立の日のうち最も

早い日）から五年を経過しない特定非営利活動法人

であること。 
三 第四十四条第一項の認定又は前条第一項の特例認

定を受けたことがないこと。 
 

（特例認定の有効期間） 
第六十条 第五十八条第一項の特例認定の有効期間は、

当該特例認定の日から起算して三年とする。 
 

（特例認定の失効） 
第六十一条 特例認定特定非営利活動法人について、次

のいずれかに掲げる事由が生じたときは、第五十八条

第一項の特例認定は、その効力を失う。 
一 第五十八条第一項の特例認定の有効期間が経過し

たとき。 
二 特例認定特定非営利活動法人が特例認定特定非営

利活動法人でない特定非営利活動法人と合併をした

場合において、その合併が第六十三条第一項又は第

二項の認定を経ずにその効力を生じたとき（同条第

四項に規定する場合にあっては、その合併の不認定

処分がされたとき。）。 
三 特例認定特定非営利活動法人が解散したとき。 
四 特例認定特定非営利活動法人が第四十四条第一項

の認定を受けたとき。 
 
（認定特定非営利活動法人に関する規定の準用） 

第六十二条 第四十六条から第五十条まで、第五十二条

から第五十六条まで並びに第五十七条第二項及び第三

項の規定は、特例認定特定非営利活動法人について準

用する。この場合において、第五十四条第一項中「五

年間」とあるのは「三年間」と、同条第二項中「五年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（特例認定特定非営利活動法人に関する法第五十八条

及び第五十九条の規定の適用） 
第八条 法第五十八条第一項の特例認定を受けようとす

る特定非営利活動法人が合併後存続した特定非営利活

動法人で同条第二項において準用する法第四十四条第

二項の申請書を提出しようとする事業年度の初日にお

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（所轄庁以外の関係知事への書類の提出） 

第三十三条 法第六十二条において準用する法第四十

九条第四項の規定による同項各号に掲げる書類の提

出は、様式第四号により作成した提出書を所轄庁以

外の関係知事に提出してするものとする。 

２ 法第六十二条において準用する法第五十三条第四

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三十 特例認定特定非営利活動法人に関する規定の

準用について 

  第二十四１の規定は法第六十二条において準用す

る法第五十二条第一項の規定により特例認定特定非

営利活動法人について法第二十三条、法第二十五条

第六項及び第七項並びに法第二十九条の規定を読み



特定非営利活動促進法（略称：法） 特定非営利活動促進法施行令（略称：法令）  特定非営利活動促進法施行規則（略称：法規） 備    考 

 

396  397 
 

間」とあるのは「三年間」と、「その作成の日から起

算して五年が経過した日を含む事業年度」とあるのは

「翌々事業年度」と、同条第三項中「五年が経過した

日を含む事業年度の末日」とあるのは「第六十条の有

効期間の満了の日」と、第五十六条中「五年間」とあ

るのは「三年間」と読み替えるものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

いてその合併の日以後一年を超える期間が経過してい

ないものである場合における法第五十八条の規定の適

用については、同条第二項中「五年」とあるのは「以

前五年」と、「二年」」とあるのは「二年」内に終了

した」と、「「二年」とあるのは「「（当該末日の翌々

日以後に合併をした場合にあっては、その合併の日の

前日。以下この項において同じ。）以前二年内に終了

した当該特定非営利活動法人又は合併によって消滅し

た各特定非営利活動法人の」とする。 
２ 前項に規定する場合において、法第五十九条第一号

の規定による当該特定非営利活動法人の合併前の期間

につき法第四十五条第一項第二号、第四号ハ及びニ並

びに第九号（同項第五号ロに係る部分を除く。）に掲

げる基準に適合するか否かの判定は、次の各号に掲げ

る基準に応じ、当該各号に定めるところにより行うも

のとする。 
一 法第四十五条第一項第二号並びに第四号ハ及びニ

に掲げる基準 当該特定非営利活動法人及び合併に

よって消滅した各特定非営利活動法人を一の法人と

みなして判定すること。 
二 法第四十五条第一項第九号（同項第五号ロに係る

部分を除く。）に掲げる基準 当該特定非営利活動

法人及び合併によって消滅した各特定非営利活動法

人のそれぞれについて判定すること。 
３ 第一項に規定する場合において、法第五十九条第一

号の規定により法第四十五条第一項第八号に掲げる基

準に適合するか否かを判定する場合においては、同号

中「その設立の日」とあるのは、「当該申請に係る特

定非営利活動法人又は合併によって消滅した各特定非

営利活動法人の設立の日のうち最も早い日」と読み替

えるものとする。 
４ 前三項の規定は、法第五十八条第一項の特例認定

を受けようとする特定非営利活動法人が合併によっ

て設立した特定非営利活動法人で同条第二項におい

て準用する法第四十四条第二項の申請書を提出しよ

うとする事業年度の初日においてその設立の日以後

一年を超える期間が経過していないものである場合

における法第五十八条及び第五十九条の規定の適用

について準用する。この場合において、第一項中「当

該末日の翌々日以後に合併をした場合にあっては、

項の規定による法第四十九条第四項各号に掲げる書

類の提出は、様式第五号により作成した提出書を法

第六十二条において準用する法第五十三条第四項の

都道府県知事に提出してするものとする。 

 

（特例認定特定非営利活動法人に関する認定特定非

営利活動法人に係る規定の準用） 

第三十四条 第二十六条の規定は所轄庁が法第六十二

条において準用する法第四十七条第四号に掲げる事

由の有無につき法第六十二条において準用する法第

四十八条第二号に定める者の意見を聴くときについ

て、第二十七条の規定は法第六十二条において準用

する法第四十九条第三項に規定する内閣府令で定め

る事項について、第三十条の規定は法第六十二条に

おいて準用する法第五十二条第三項に規定する内閣

府令で定める書類について、第三十一条第一項の規

定は所轄庁が法第六十二条において準用する法第五

十三条第三項の通知をしようとするときについて、

第三十二条の規定は法第六十二条において準用する

法第五十四条第二項第三号に規定する内閣府令で定

める事項について、それぞれ準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

替えて適用する場合について、第二十四３の規定は

法第六十二条において準用する法第五十二条第二項

に規定する書類の提出について、第二十五の規定は

法第六十二条において準用する法第五十三条第一項

の届出について、第二十六の規定は法第六十二条に

おいて準用する法第五十五条第一項の書類の提出に

ついて、第二十七の規定は法第六十二条において準

用する法第五十五条第二項の書類の提出について、

第二十八の規定は法第六十二条において準用する法

第五十六条の規定による閲覧及び謄写について、そ

れぞれ準用する旨を定めることとなります。 
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第三節 認定特定非営利活動法人等の合併 
 
第六十三条 認定特定非営利活動法人が認定特定非営利

活動法人でない特定非営利活動法人と合併をした場合

は、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によ

って設立した特定非営利活動法人は、その合併につい

て所轄庁の認定がされたときに限り、合併によって消

滅した特定非営利活動法人のこの法律の規定による認

定特定非営利活動法人としての地位を承継する。 
２ 特例認定特定非営利活動法人が特例認定特定非営利

活動法人でない特定非営利活動法人（認定特定非営利

活動法人であるものを除く。）と合併をした場合は、

合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって

設立した特定非営利活動法人は、その合併について所

轄庁の認定がされたときに限り、合併によって消滅し

た特定非営利活動法人のこの法律の規定による特例認

定特定非営利活動法人としての地位を承継する。 
 
３ 第一項の認定を受けようとする認定特定非営利活動

法人又は前項の認定を受けようとする特例認定特定非

営利活動法人は、第三十四条第三項の認証の申請に併

せて、所轄庁に第一項の認定又は前項の認定の申請を

しなければならない。 
 
 
４ 前項の申請があった場合において、その合併がその

効力を生ずる日までにその申請に対する処分がされな

いときは、合併後存続する特定非営利活動法人又は合

併によって設立した特定非営利活動法人は、その処分

がされるまでの間は、合併によって消滅した特定非営

その合併」とあるのは「第五十八条第二項において

準用する前項の申請書を提出しようとする日の前日

において、設立後最初の事業年度が終了していない

場合にあっては、その設立」と、同項中「当該特定

非営利活動法人又は合併」とあり、第二項各号中「当

該特定非営利活動法人及び合併」とあり、及び前項

中「当該申請に係る特定非営利活動法人又は合併」

とあるのは「合併」と、第二項中「合併前」とある

のは「設立前」と、それぞれ読み替えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（合併の認定の通知等） 

第三十五条 法第六十三条第一項の認定又は同条第二

項の認定の申請を受けた所轄庁は、直ちに、合併に

よって消滅する各特定非営利活動法人の事務所が所

在する都道府県の知事又は指定都市の長にその旨を

通知するものとする。 

２ 前項の規定により通知をした所轄庁は、同項の通

知に係る申請に対する処分をしたときは、直ちに、

その旨を同項の通知を受けた都道府県の知事又は指

定都市の長に通知するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三十一 合併の認定の申請 

  法第六十三条第一項又は同条第二項の認定を受け

ようとする認定特定非営利活動法人又は特例認定特

定非営利活動法人は、第十七１の申請書の提出に併

せて、所定の様式による申請書を【知事・市長】に

提出する旨の条例を定めることとなります。 
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利活動法人のこの法律の規定による認定特定非営利活

動法人又は特例認定特定非営利活動法人としての地位

を承継しているものとみなす。 
 
５ 第四十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十

七条から第四十九条まで並びに第五十四条第一項の規

定は第一項の認定について、第五十八条第二項におい

て準用する第四十四条第二項及び第三項、第五十九条

並びに前条において準用する第四十七条から第四十九

条まで及び第五十四条第一項の規定は第二項の認定に

ついて、それぞれ準用する。この場合において、必要

な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要

な事項は、政令で定める。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（認定特定非営利活動法人等の合併についての認定

に関する技術的読替え等） 

第九条 法第六十三条第五項の規定により法第四十四

条第二項及び第三項、第四十五条並びに第四十九条

の規定を準用する場合には、法第四十四条第二項た

だし書中「次条第一項第一号ハに掲げる基準に適合

する特定非営利活動法人が申請をする」とあるのは

「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によ

って設立した特定非営利活動法人が次条第一項第一

号ハに掲げる基準に適合する」と、同条第三項中「第

一項の認定を受けようとする特定非営利活動法人

の」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法

人又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人

（合併によって特定非営利活動法人を設立する場合

にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活

動法人。以下この項において同じ。）の各事業年度の

うち」と、「五年（同項の認定を受けたことのない特

定非営利活動法人が同項の認定を受けようとする場

合にあっては、二年）」とあるのは「二年」と、「各

事業年度」とあるのは「合併後存続する特定非営利

活動法人又は合併によって消滅する各特定非営利活

動法人の各事業年度」と、法第四十五条第一項中「前

条第一項の認定の申請をした」とあるのは「第六十

三条第一項の認定の申請に係る合併後存続する特定

非営利活動法人又は合併によって設立した」と、同

項第一号ロ及び第二号イ中「当該申請に係る」とあ

るのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は合

併によって設立した」と、同項第八号中「前条第二

項の申請書を提出した日を含む事業年度の初日」と

あるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は

合併によって消滅する各特定非営利活動法人（合併

によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっ

ては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人）

の各事業年度のうち直前に終了した事業年度の末日

の翌日」と、「その設立」とあるのは「合併後存続す

る特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各

 

 

 

 

３ 法第六十三条第五項において準用する法第四十九

条第四項の規定による同項各号に掲げる書類の提出

は、様式第六号により作成した提出書を所轄庁以外

の関係知事に提出してするものとする。 

４ 法第六十三条第五項において準用する法第六十二

条において準用する法第四十九条第四項の規定によ

る同項各号に掲げる書類の提出は、様式第七号によ

り作成した提出書を所轄庁以外の関係知事に提出し

てするものとする。 

５ 第四条から第二十七条までの規定は、法第六十三

条第一項の認定及び同条第二項の認定について準用

する。この場合において、第十条、第十一条各号、

第十二条、第十三条第一号及び第二号、第二十四条

並びに第二十六条中「当該申請に係る」とあるのは

「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によ

り設立した」と、同条中「滞納処分」とあるのは「合

併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって

消滅する各特定非営利活動法人（合併によって特定

非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併に

よって消滅する各特定非営利活動法人）の滞納処分」

と読み替えるものとする。 
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特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動

法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅

する各特定非営利活動法人)であって認定特定非営

利活動法人又は特例認定特定非営利活動法人でない

ものの設立」と、同条第二項中「前条第一項の認定

の申請をした」とあるのは「第六十三条第一項の認

定の申請に係る合併後存続する特定非営利活動法人

又は合併によって設立する」と、「政令で定める小規

模な特定非営利活動法人が同項の認定の申請をし

た」とあるのは「同項の認定の申請に係る合併後存

続する特定非営利活動法人又は合併によって設立す

る特定非営利活動法人が政令で定める小規模な特定

非営利活動法人となる」と、法第四十九条第二項及

び第三項中「当該認定に係る認定特定非営利活動法

人」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法

人又は合併によって設立した特定非営利活動法人」

と、それぞれ読み替えるものとする。 

２ 法第六十三条第五項の規定により法第五十八条第

二項において準用する法第四十四条第三項、法第五

十九条及び法第六十二条において準用する法第四十

九条の規定を準用する場合には、法第五十八条第二

項において準用する法第四十四条第三項中「第一項

の認定を受けようとする特定非営利活動法人の」と

あるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は

合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併

によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっ

ては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人。

以下この項において同じ。)の各事業年度のうち」と、

「各事業年度」とあるのは「合併後存続する特定非

営利活動法人又は合併によって消滅する各特定非営

利活動法人の各事業年度」と、法第五十九条中「前

条第一項の特例認定の申請をした」とあるのは「合

併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって

設立した」と、同条第二号中「その設立の日（当該

特定非営利活動法人が合併後存続した特定非営利活

動法人である場合にあっては当該特定非営利活動法

人又はその合併によって消滅した各特定非営利活動

法人の設立の日のうち最も早い日、当該特定非営利

活動法人が合併によって設立した特定非営利活動法

人である場合にあってはその合併によって消滅した
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各特定非営利活動法人の設立の日のうち最も早い

日）」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法

人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人

（合併によって特定非営利活動法人を設立する場合

にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活

動法人）であって特例認定特定非営利活動法人でな

いものが、その設立の日」と、同条第三号中「第四

十四条第一項」とあるのは「合併後存続する特定非

営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営

利活動法人（合併によって特定非営利活動法人を設

立する場合にあっては、合併によって消滅する各特

定非営利活動法人）であって特例認定特定非営利活

動法人でないものが、第四十四条第一項」と、法第

六十二条において準用する法第四十九条第二項及び

第三項中「当該認定に係る認定特定非営利活動法人」

とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又

は合併によって設立した特定非営利活動法人」と、

それぞれ読み替えるものとする。 

３ 法第六十三条第五項の規定により法第四十四条第

三項の規定を準用する場合において、合併後存続す

る特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各

特定非営利活動法人（合併によって特定非営利活動

法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅

する各特定非営利活動法人。以下この項において同

じ。）の実績判定期間につき法第六十三条第五項にお

いて準用する法第四十五条第一項第一号、第二号、

第四号ハ及びニ並びに第九号に掲げる基準に適合す

るか否かの判定は、次の各号に掲げる基準に応じ、

当該各号に定めるところにより行うものとする。 

一 法第六十三条第五項において準用する法第四十

五条第一項第一号、第二号並びに第四号ハ及びニ

に掲げる基準 合併後存続する特定非営利活動法

人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法

人を一の法人とみなして判定すること。 

二 法第六十三条第五項において準用する法第四十

五条第一項第九号（同項第五号ロに係る部分を除

く。）に掲げる基準 合併後存続する特定非営利活

動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活

動法人のそれぞれについて判定すること。 

三 法第六十三条第五項において準用する法第四十
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五条第一項第九号（同項第五号ロに係る部分に限

る。）に掲げる基準 合併後存続する特定非営利活

動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活

動法人（いずれも実績判定期間中に法第四十四条

第一項の認定又は法第五十八条第一項の特例認定

を受けていた期間が含まれるものに限る。）のそれ

ぞれについて判定すること。 

４ 法第六十三条第五項において準用する法第五十九

条第一号の規定により法第四十五条第一項第二号及

び第八号に掲げる基準に適合するか否かを判定する

場合においては、同項第二号イ中「当該申請に係る」

とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又

は合併によって設立した」と、同項第八号中「前条

第二項の申請書を提出した日を含む事業年度の初

日」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法

人又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人

(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合

にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活

動法人)の各事業年度のうち直前に終了した事業年

度の末日の翌日」と、「その設立」とあるのは「合併

後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消

滅する各特定非営利活動法人（合併によって特定非

営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によ

って消滅する各特定非営利活動法人）であって特例

認定特定非営利活動法人でないものの設立」と、そ

れぞれ読み替えるものとする。 

５ 法第六十三条第五項の規定により法第五十八条第

二項において準用する法第四十四条第三項の規定を

準用する場合において、法第六十三条第五項におい

て準用する法第五十九条第一号の規定による合併後

存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅

する各特定非営利活動法人（合併によって特定非営

利活動法人を設立する場合にあっては、合併によっ

て消滅する各特定非営利活動法人。以下この項にお

いて同じ。）の実績判定期間につき法第四十五条第一

項第二号、第四号ハ及びニ並びに第九号に掲げる基

準に適合するか否かの判定は、次の各号に掲げる基

準に応じ、当該各号に定めるところにより行うもの

とする。 

一 法第四十五条第一項第二号並びに第四号ハ及び

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



特定非営利活動促進法（略称：法） 特定非営利活動促進法施行令（略称：法令）  特定非営利活動促進法施行規則（略称：法規） 備    考 

 

408  409 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第四節 認定特定非営利活動法人等の監督 

 

ニに掲げる基準 合併後存続する特定非営利活動

法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動

法人を一の法人とみなして判定すること。 

二 法第四十五条第一項第九号（同項第五号ロに係

る部分を除く。）に掲げる基準 合併後存続する特

定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特

定非営利活動法人のそれぞれについて判定するこ

と。 

三 法第四十五条第一項第九号（同項第五号ロに係

る部分に限る。）に掲げる基準 合併後存続する特

定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特

定非営利活動法人（いずれも特例認定特定非営利

活動法人であるものに限る。）のそれぞれについて

判定すること。 

６ 第一条の規定は法第六十三条第五項において準用

する法第四十五条第一項第一号イに規定する政令で

定める割合について、第二条の規定は法第六十三条

第五項において準用する法第四十五条第一項第一号

ロに規定する政令で定める額及び数について、第三

条の規定は法第六十三条第五項において準用する法

第四十五条第二項に規定する政令で定める小規模な

特定非営利活動法人について、第四条の規定は法第

六十三条第五項において準用する法第四十五条第一

項第一号ロ及びこの項において準用する第三条の月

数の計算方法について、第五条の規定は法第六十三

条第五項において準用する法第四十五条第二項に規

定する政令で定める方法について、それぞれ準用す

る。この場合において、第五条第一項中「法第四十

四条第一項の認定を受けようとする」とあるのは「法

第六十三条第一項の認定の申請に係る合併後存続す

る特定非営利活動法人又は合併によって設立する」

と、同条第二項中「小規模法人が法第四十四条第一

項の認定を受けようとする」とあるのは「法第六十

三条第一項の認定の申請に係る合併後存続する特定

非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営

利活動法人が小規模法人となる」と、それぞれ読み

替えるものとする。 
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（報告及び検査） 
第六十四条 所轄庁は、認定特定非営利活動法人又は特

例認定特定非営利活動法人（以下「認定特定非営利活

動法人等」という。）が法令、法令に基づいてする行

政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著

しく適正を欠いている疑いがあると認めるときは、当

該認定特定非営利活動法人等に対し、その業務若しく

は財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当

該認定特定非営利活動法人等の事務所その他の施設に

立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、

書類その他の物件を検査させることができる。 
２ 所轄庁以外の関係知事は、認定特定非営利活動法人

等が法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは

定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠いてい

る疑いがあると認めるときは、当該認定特定非営利活

動法人等に対し、当該都道府県の区域内における業務

若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員

に、当該都道府県の区域内に所在する当該認定特定非

営利活動法人等の事務所その他の施設に立ち入り、そ

の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他

の物件を検査させることができる。 
３ 所轄庁又は所轄庁以外の関係知事は、前二項の規定

による検査をさせる場合においては、当該検査をする

職員に、これらの項の疑いがあると認める理由を記載

した書面を、あらかじめ、当該認定特定非営利活動法

人等の役員その他の当該検査の対象となっている事務

所その他の施設の管理について権限を有する者（第五

項において「認定特定非営利活動法人等の役員等」と

いう。）に提示させなければならない。 
４ 前項の規定にかかわらず、所轄庁又は所轄庁以外の

関係知事が第一項又は第二項の規定による検査の適正

な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合に

は、前項の規定による書面の提示を要しない。 
５ 前項の場合において、所轄庁又は所轄庁以外の関係

知事は、第一項又は第二項の規定による検査を終了す

るまでの間に、当該検査をする職員に、これらの項の

疑いがあると認める理由を記載した書面を、認定特定

非営利活動法人等の役員等に提示させるものとする。 
６ 第三項又は前項の規定は、第一項又は第二項の規定

による検査をする職員が、当該検査により第三項又は
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前項の規定により理由として提示した事項以外の事項

について第一項又は第二項の疑いがあると認められる

こととなった場合において、当該事項に関し検査を行

うことを妨げるものではない。この場合において、第

三項又は前項の規定は、当該事項に関する検査につい

ては適用しない。 
７ 第四十一条第三項及び第四項の規定は、第一項又は

第二項の規定による検査について準用する。 
 

（勧告、命令等） 
第六十五条 所轄庁は、認定特定非営利活動法人等につ

いて、第六十七条第二項各号（同条第三項において準

用する場合を含む。次項において同じ。）のいずれか

に該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合に

は、当該認定特定非営利活動法人等に対し、期限を定

めて、その改善のために必要な措置を採るべき旨の勧

告をすることができる。 
２ 所轄庁以外の関係知事は、認定特定非営利活動法人

等について、第六十七条第二項各号（第一号にあって

は、第四十五条第一項第三号に係る部分を除く。）の

いずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある

場合には、当該認定特定非営利活動法人等に対し、期

限を定めて、当該都道府県の区域内における事業活動

について、その改善のために必要な措置を採るべき旨

の勧告をすることができる。 
３ 所轄庁又は所轄庁以外の関係知事は、前二項の規定

による勧告をしたときは、インターネットの利用その

他の適切な方法により、その勧告の内容を公表しなけ

ればならない。 
４ 所轄庁又は所轄庁以外の関係知事は、第一項又は第

二項の規定による勧告を受けた認定特定非営利活動法

人等が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置を採

らなかったときは、当該認定特定非営利活動法人等に

対し、その勧告に係る措置を採るべきことを命ずるこ

とができる。 
５ 第一項及び第二項の規定による勧告並びに前項の規

定による命令は、書面により行うよう努めなければな

らない。 
６ 所轄庁又は所轄庁以外の関係知事は、第四項の規定

による命令をしたときは、インターネットの利用その
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他の適切な方法により、その旨を公示しなければなら

ない。 
７ 所轄庁又は所轄庁以外の関係知事は、第一項若しく

は第二項の規定による勧告又は第四項の規定による命

令をしようとするときは、次の各号に掲げる事由の区

分に応じ、当該事由の有無について、当該各号に定め

る者の意見を聴くことができる。 
一 第四十七条第一号ニ又は第六号に規定する事由 

警視総監又は道府県警察本部長 
二 第四十七条第四号又は第五号に規定する事由 国

税庁長官等 
 

（その他の事業の停止） 
第六十六条 所轄庁は、その他の事業を行う認定特定非

営利活動法人につき、第五条第一項の規定に違反して

その他の事業から生じた利益が当該認定特定非営利活

動法人が行う特定非営利活動に係る事業以外の目的に

使用されたと認めるときは、当該認定特定非営利活動

法人に対し、その他の事業の停止を命ずることができ

る。 
２ 前条第五項及び第六項の規定は、前項の規定による

命令について準用する。 
 

（認定又は特例認定の取消し） 
第六十七条 所轄庁は、認定特定非営利活動法人が次の

いずれかに該当するときは、第四十四条第一項の認定

を取り消さなければならない。 
一 第四十七条各号（第二号を除く。）のいずれかに

該当するとき。 
二 偽りその他不正の手段により第四十四条第一項の

認定、第五十一条第二項の有効期間の更新又は第六

十三条第一項の認定を受けたとき。 
三 正当な理由がなく、第六十五条第四項又は前条第

一項の規定による命令に従わないとき。 
四 認定特定非営利活動法人から第四十四条第一項の

認定の取消しの申請があったとき。 
２ 所轄庁は、認定特定非営利活動法人が次のいずれか

に該当するときは、第四十四条第一項の認定を取り消

すことができる。 
一 第四十五条第一項第三号、第四号イ若しくはロ又
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は第七号に掲げる基準に適合しなくなったとき。 
二 第二十九条、第五十二条第四項又は第五十四条第

四項の規定を遵守していないとき。 
三 前二号に掲げるもののほか、法令又は法令に基づ

いてする行政庁の処分に違反したとき。 
３ 前二項の規定は、第五十八条第一項の特例認定につ

いて準用する。この場合において、第一項第二号中「、

第五十一条第二項の有効期間の更新又は第六十三条第

一項の認定」とあるのは、「又は第六十三条第二項の

認定」と読み替えるものとする。 
４ 第四十三条第三項及び第四項、第四十九条第一項か

ら第三項まで並びに第六十五条第七項の規定は、第一

項又は第二項の規定による認定の取消し（第六十九条

において「認定の取消し」という。）及び前項におい

て準用する第一項又は第二項の規定による特例認定の

取消し（同条において「特例認定の取消し」という。）

について準用する。 
 

（所轄庁への意見等） 
第六十八条 所轄庁以外の関係知事は、認定特定非営利

活動法人等が第六十五条第四項の規定による命令に従

わなかった場合その他の場合であって、所轄庁が当該

認定特定非営利活動法人等に対して適当な措置を採る

ことが必要であると認めるときは、所轄庁に対し、そ

の旨の意見を述べることができる。 
２ 次の各号に掲げる者は、認定特定非営利活動法人等

についてそれぞれ当該各号に定める事由があると疑う

に足りる相当な理由があるため、所轄庁が当該認定特

定非営利活動法人等に対して適当な措置を採ることが

必要であると認める場合には、所轄庁に対し、その旨

の意見を述べることができる。 
一 警視総監又は道府県警察本部長 第四十七条第一

号ニ又は第六号に該当する事由 
二 国税庁長官等 第四十七条第四号又は第五号に該

当する事由 
３ 所轄庁は、この章に規定する認定特定非営利活動法

人等に関する事務の実施に関して特に必要があると認

めるときは、所轄庁以外の関係知事に対し、当該所轄

庁以外の関係知事が採るべき措置について、必要な要

請をすることができる。 
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（所轄庁への指示） 
第六十九条 内閣総理大臣は、この章に規定する認定特

定非営利活動法人等に関する事務の実施に関して地域

間の均衡を図るため特に必要があると認めるときは、

所轄庁に対し、第六十五条第一項の規定による勧告、

同条第四項の規定による命令、第六十六条第一項の規

定による命令又は認定の取消し若しくは特例認定の取

消しその他の措置を採るべきことを指示することがで

きる。 
 

第四章 税法上の特例 
 
第七十条 特定非営利活動法人は、法人税法その他法人

税に関する法令の規定の適用については、同法第二条

第六号に規定する公益法人等とみなす。この場合にお

いて、同法第三十七条の規定を適用する場合には同条

第四項中「公益法人等（）とあるのは「公益法人等（特

定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第

二項に規定する法人（以下「特定非営利活動法人」と

いう。）並びに）と、同法第六十六条の規定を適用す

る場合には同条第一項及び第二項中「普通法人」とあ

るのは「普通法人（特定非営利活動法人を含む。）」

と、同条第三項中「公益法人等（）とあるのは「公益

法人等（特定非営利活動法人及び）と、租税特別措置

法（昭和三十二年法律第二十六号）第六十八条の六の

規定を適用する場合には同条中「みなされているもの」

とあるのは「みなされているもの（特定非営利活動促

進法第二条第二項に規定する法人については、小規模

な法人として政令で定めるものに限る。）」とする。 
２ 特定非営利活動法人は、消費税法（昭和六十三年法

律第百八号）その他消費税に関する法令の規定の適用

については、同法別表第三に掲げる法人とみなす。 
３ 特定非営利活動法人は、地価税法（平成三年法律第

六十九号）その他地価税に関する法令の規定（同法第

三十三条の規定を除く。）の適用については、同法第

二条第六号に規定する公益法人等とみなす。ただし、

同法第六条の規定による地価税の非課税に関する法令

の規定の適用については、同法第二条第七号に規定す

る人格のない社団等とみなす。 
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第七十一条 個人又は法人が、認定特定非営利活動法人

等に対し、その行う特定非営利活動に係る事業に関連

する寄附又は贈与をしたときは、租税特別措置法で定

めるところにより、当該個人又は法人に対する所得税、

法人税又は相続税の課税について寄附金控除等の特例

の適用があるものとする。 
 

第五章 雑則 
 

（情報の提供等） 
第七十二条 内閣総理大臣及び所轄庁は、特定非営利活

動法人に対する寄附その他の特定非営利活動への市民

の参画を促進するため、認定特定非営利活動法人等そ

の他の特定非営利活動法人の事業報告書その他の活動

の状況に関するデータベースの整備を図り、国民にイ

ンターネットその他の高度情報通信ネットワークの利

用を通じて迅速に情報を提供できるよう必要な措置を

講ずるものとする。 
２ 所轄庁及び特定非営利活動法人は、特定非営利活動

法人の事業報告書その他の活動の状況に関する情報を

前項の規定により内閣総理大臣が整備するデータベー

スに記録することにより、当該情報の積極的な公表に

努めるものとする。 
 

（協力依頼） 
第七十三条 所轄庁は、この法律の施行のため必要があ

ると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会

し、又は協力を求めることができる。 
 

（情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律

の適用） 
第七十四条 第十条第一項（第三十四条第五項において

準用する場合を含む。）の規定による提出及び第十条

第二項（第二十五条第五項及び第三十四条第五項にお

いて準用する場合を含む。）の規定による縦覧、第十

二条第三項（第二十五条第五項及び第三十四条第五項

において準用する場合を含む。）の規定による通知、

第十三条第二項（第三十九条第二項において準用する

場合を含む。）の規定による届出、第二十三条第一項

の規定による届出、第二十五条第四項の規定による提

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三十二 情報通信の技術を利用する方法による手続に

ついて 
  法第七十四条に規定する手続を、情報通信技術を

活用した行政の推進等に関する法律（平成十四年法

律第百五十一号）第六条から第八条までの規定によ

り、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報

通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う

場合については、【知事・市長】の所管する情報通信

技術を活用した行政の推進等に関する規則の所定の

条文に定める方法によるものとする旨の条例を定め

ることとなります。 
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出、同条第六項の規定による届出及び同条第七項の規

定による提出、第二十九条の規定による提出、第三十

条の規定による閲覧、第三十一条第三項の規定による

提出、第三十四条第四項の規定による提出、第四十三

条第四項（第六十七条第四項において準用する場合を

含む。）の規定による交付、第四十四条第二項（第五

十一条第五項、第五十八条第二項（第六十三条第五項

において準用する場合を含む。）及び第六十三条第五

項において準用する場合を含む。）の規定による提出、

第四十九条第一項（第五十一条第五項、第六十二条（第

六十三条第五項において準用する場合を含む。）、第

六十三条第五項及び第六十七条第四項において準用す

る場合を含む。）の規定による通知及び第四十九条第

四項（第五十一条第五項、第六十二条（第六十三条第

五項において準用する場合を含む。）及び第六十三条

第五項において準用する場合を含む。）の規定による

提出、第五十二条第二項（第六十二条において準用す

る場合を含む。）の規定による提出、第五十三条第四

項（第六十二条において準用する場合を含む。）の規

定による提出、第五十五条第一項及び第二項（これら

の規定を第六十二条において準用する場合を含む。）

の規定による提出並びに第五十六条（第六十二条にお

いて準用する場合を含む。）の規定による閲覧につい

て情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律

（平成十四年法律第百五十一号）の規定を適用する場

合においては、同法第六条第一項及び第四項から第六

項まで、第七条第一項、第四項及び第五項、第八条第

一項並びに第九条第一項及び第三項中「主務省令」と

あるのは、「都道府県又は指定都市の条例」とする。 
 
（民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の

技術の利用に関する法律の適用） 
第七十五条 第十四条（第三十九条第二項において準用

する場合を含む。）の規定による作成及び備置き、第

二十八条第一項の規定による作成及び備置き、同条第

二項の規定による備置き並びに同条第三項の規定によ

る閲覧、第三十五条第一項の規定による作成及び備置

き、第四十五条第一項第五号（第五十一条第五項及び

第六十三条第五項において準用する場合を含む。）の

規定による閲覧、第五十二条第四項及び第五項（これ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三十三 電子文書法第三条第一項の条例で定める保

存について 

法第七十五条の規定により読み替えて適用する民

間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の

技術の利用に関する法律（平成十六年法律第百四十

九号。以下「電子文書法」という。）第三条第一項の

条例で定める保存は、法第十四条（法第三十九条第

二項において準用する場合を含む。以下同じ。）、法

第二十八条第一項及び第二項、法第三十五条第一項、

法第五十四条第一項（法第六十二条（法第六十三条
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らの規定を第六十二条において準用する場合を含む。）

の規定による閲覧、第五十四条第一項（第六十二条（第

六十三条第五項において準用する場合を含む。）及び

第六十三条第五項において準用する場合を含む。）の

規定による備置き、第五十四条第二項及び第三項（こ

れらの規定を第六十二条において準用する場合を含

む。）の規定による作成及び備置き並びに第五十四条

第四項（第六十二条において準用する場合を含む。）

の規定による閲覧について民間事業者等が行う書面の

保存等における情報通信の技術の利用に関する法律

（平成十六年法律第百四十九号）の規定を適用する場

合においては、同法中「主務省令」とあるのは、「都

道府県又は指定都市の条例」とし、同法第九条の規定

は、適用しない。 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五項において準用する場合を含む。）及び第六十三

条第五項において準用する場合を含む。）並びに同条

第二項及び第三項（これらの規定を法第六十二条に

おいて準用する場合を含む。以下同じ。）の規定に基

づく書面の保存とする旨の条例を定めることとなり

ます。 

 

第三十四 電磁的記録による保存について 

１ 特定非営利活動法人が、電子文書法第三条第一項

の規定に基づき、第三十三に規定する書面の保存に

代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合

は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければ

ならない旨の条例を定めることとなります。 

一 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に

係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気デ

ィスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ず

る方法により一定の事項を確実に記録しておくこ

とができる物（以下「磁気ディスク等」という。）

をもって調製するファイルにより保存する方法 

二 書面に記載されている事項をスキャナ（これに

準ずる画像読取装置を含む。）により読み取ってで

きた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子

計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等

をもって調製するファイルにより保存する方法 

２ 特定非営利活動法人が、１の規定に基づく電磁的

記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に

記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭

かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他

の機器に表示及び書面を作成することができなけれ

ばならない旨の条例を定めることとなります。 

 

第三十五 電子文書法第四条第一項の条例で定める作

成について 

法第七十五条の規定により読み替えて適用する電

子文書法第四条第一項の条例で定める作成は、法第

十四条、法第二十八条第一項、法第三十五条第一項、

法第五十四条第二項から第四項までの規定に基づく

書面の作成とする旨の条例を定めることとなりま

す。 
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（実施規定） 
第七十六条 この法律に定めるもののほか、この法律の

規定の実施のための手続その他その執行に関し必要な

細則は、内閣府令又は都道府県若しくは指定都市の条

例で定める。 
 

第六章 罰則 
 
第七十七条 偽りその他不正の手段により第四十四条第

一項の認定、第五十一条第二項の有効期間の更新、第

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三十六 電磁的記録による作成について 

特定非営利活動法人が、電子文書法第四条第一項

の規定に基づき、第三十五に規定する書面の作成に

代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合

は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えら

れたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等を

もって調製する方法により作成を行わなければなら

ない旨の条例を定めることとなります。 

 

第三十七 電子文書法第五条第一項の条例で定める縦

覧等について 

法第七十五条の規定により読み替えて適用する電

子文書法第五条第一項の条例で定める縦覧等は、法

第二十八条第三項、法第四十五条第一項第五号（法

第五十一条第五項及び法第六十三条第五項において

準用する場合を含む。）並びに法第五十二条第四項及

び法第五十四条第五項(これらの規定を法第六十二

条において準用する場合を含む。）の規定に基づく書

面の縦覧等とする旨の条例を定めることとなりま

す。 

 

第三十八 電磁的記録による縦覧等について 

特定非営利活動法人が、電子文書法第五条第一項

の規定に基づき、第三十七に規定する書面の縦覧等

に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されてい

る事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業

者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面におけ

る表示又は当該事項を記載した書類により行わなけ

ればならない旨の条例を定めることとなります。 
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五十八条第一項の特例認定又は第六十三条第一項若し

くは第二項の認定を受けた者は、六月以下の拘禁刑又

は五十万円以下の罰金に処する。 
 
第七十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十

万円以下の罰金に処する。 
一 正当な理由がないのに、第四十二条の規定による

命令に違反して当該命令に係る措置を採らなかった

者 
二 第五十条第一項の規定に違反して、認定特定非営

利活動法人であると誤認されるおそれのある文字を

その名称又は商号中に用いた者 
三 第五十条第二項の規定に違反して、他の認定特定

非営利活動法人であると誤認されるおそれのある名

称又は商号を使用した者 
四 第六十二条において準用する第五十条第一項の規

定に違反して、特例認定特定非営利活動法人である

と誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号

中に用いた者 
五 第六十二条において準用する第五十条第二項の規

定に違反して、他の特例認定特定非営利活動法人で

あると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用

した者 
六 正当な理由がないのに、第六十五条第四項の規定

による命令に違反して当該命令に係る措置を採らな

かった者 
七 正当な理由がないのに、第六十六条第一項の規定

による停止命令に違反して引き続きその他の事業を

行った者 
 
第七十九条 法人（法人でない団体で代表者又は管理人

の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。）

の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理

人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務

に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰

するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金

刑を科する。 
２ 法人でない団体について前項の規定の適用がある場

合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につ

き法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は
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被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準

用する。 
 
第八十条 次の各号のいずれかに該当する場合において

は、特定非営利活動法人の理事、監事又は清算人は、

二十万円以下の過料に処する。 
一 第七条第一項の規定による政令に違反して、登記

することを怠ったとき。 
二 第十四条（第三十九条第二項において準用する場

合を含む。）の規定に違反して、財産目録を備え置

かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若し

くは不実の記載をしたとき。 
三 第二十三条第一項若しくは第二十五条第六項（こ

れらの規定を第五十二条第一項（第六十二条におい

て準用する場合を含む。）の規定により読み替えて

適用する場合を含む。）又は第五十三条第一項（第

六十二条において準用する場合を含む。）の規定に

違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 
四 第二十八条第一項若しくは第二項、第五十四条第

一項（第六十二条（第六十三条第五項において準用

する場合を含む。）及び第六十三条第五項において

準用する場合を含む。）又は第五十四条第二項及び

第三項（これらの規定を第六十二条において準用す

る場合を含む。）の規定に違反して、書類を備え置

かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若し

くは不実の記載をしたとき。 
五 第二十五条第七項若しくは第二十九条（これらの

規定を第五十二条第一項（第六十二条において準用

する場合を含む。）の規定により読み替えて適用す

る場合を含む。）、第四十九条第四項（第五十一条

第五項、第六十二条（第六十三条第五項において準

用する場合を含む。）及び第六十三条第五項におい

て準用する場合を含む。）又は第五十二条第二項、

第五十三条第四項若しくは第五十五条第一項若しく

は第二項（これらの規定を第六十二条において準用

する場合を含む。）の規定に違反して、書類の提出

を怠ったとき。 
六 第三十一条の三第二項又は第三十一条の十二第一

項の規定に違反して、破産手続開始の申立てをしな

かったとき。 
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七 第二十八条の二第一項、第三十一条の十第一項又

は第三十一条の十二第一項の規定に違反して、公告

をせず、又は不正の公告をしたとき。 
八 第三十五条第一項の規定に違反して、書類の作成

をせず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若

しくは不実の記載をしたとき。 
九 第三十五条第二項又は第三十六条第二項の規定に

違反したとき。 
十 第四十一条第一項又は第六十四条第一項若しくは

第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報

告をし、又はこれらの項の規定による検査を拒み、

妨げ、若しくは忌避したとき。 
 
第八十一条 第四条の規定に違反した者は、十万円以下

の過料に処する。 
 
別表 （第二条関係） 

一 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 
二 社会教育の推進を図る活動 
三 まちづくりの推進を図る活動 
四 観光の振興を図る活動 
五 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 
六 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 
七 環境の保全を図る活動 
八 災害救援活動 
九 地域安全活動 
十 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 
十一 国際協力の活動 
十二 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 
十三 子どもの健全育成を図る活動 
十四 情報化社会の発展を図る活動 
十五 科学技術の振興を図る活動 
十六 経済活動の活性化を図る活動 
十七 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する

活動 
十八 消費者の保護を図る活動 
十九 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動

に関する連絡、助言又は援助の活動 
 

二十 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三十九 法別表各号に掲げる活動に準ずる活動につい
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又は指定都市の条例で定める活動 
 
 
 
 

附 則（令和二年十二月九日法律第七十二号）  
（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過

した日から施行する。 
 
（認証の申請に関する経過措置） 

第二条 この法律による改正後の特定非営利活動促進法

（以下この条及び次条において「新法」という。）第十

条第二項から第四項まで（これらの規定を新法第二十五

条第五項及び第三十四条第五項において準用する場合

を含む。）の規定は、この法律の施行の日（以下この条

及び次条において「施行日」という。）以後に新法第十

条第一項、第二十五条第三項又は第三十四条第三項の認

証の申請があった場合について適用し、施行日前にこの

法律による改正前の特定非営利活動促進法第十条第一

項、第二十五条第三項又は第三十四条第三項の認証の申

請があった場合については、なお従前の例による。 
 
 （書類の提出に関する経過措置） 
第三条 新法第五十五条第一項（新法第六十二条におい

て準用する場合を含む。）の規定は、新法第二条第三項

に規定する認定特定非営利活動法人又は同条第四項に

規定する特例認定特定非営利活動法人（以下この条にお

いて「認定特定非営利活動法人等」という。）が施行日

以後に開始する事業年度において提出すべき書類につ

いて適用し、認定特定非営利活動法人等が施行日前に開

始した事業年度において提出すべき書類については、な

お従前の例による。 
 
 （罰則に関する経過措置） 
第四条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規

定によりなお従前の例によることとされる場合におけ

るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用に

ついては、なお従前の例による。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則（令和三年五月三十一日内閣府令第三十三号）  
（施行期日） 

第一条 この府令は、特定非営利活動促進法の一部を改

正する法律（令和二年法律第七十二号）の施行の日（令

和三年六月九日）から施行する。 
   

（経過措置） 
第二条 この府令による改正後の特定非営利活動促進法

施行規則第三十二条第五号の規定は、法第二条第三項

に規定する認定特定非営利活動法人又は同条第四項に

規定する特例認定特定非営利活動法人（以下この条に

おいて「認定特定非営利活動法人等」という。）が施

行日以後に開始する事業年度において作成すべき書類

について適用し、認定特定非営利活動法人等が施行日

前に開始した事業年度において作成すべき書類につい

ては、なお従前の例による。 

 

 

て 
法別表第二十号に規定する条例で定める活動につ

いて定めることができます。 
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 （国家戦略特別区域法の一部改正） 
第五条 国家戦略特別区域法（平成二十五年法律第百七

号）の一部を次のように改正する。 
  第二十四条の三を削る。 
  別表の十二の三の項を削る。 
 
 （国家戦略特別区域法の一部改正に伴う経過措置） 
第六条 附則第二条の規定によりなお従前の例によるこ

ととされた認証の申請があった場合における前条の規

定による改正前の国家戦略特別区域法第二十四条の三

の規定の適用については、なお従前の例による。 
  
 （政令への委任） 
第七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施

行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 
 
 （情報通信技術の利用のための措置） 
第八条 政府は、この法律の施行後速やかに、特定非営

利活動促進法に基づく事務又は業務に係る関係者の利

便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図る

ため、当該事務又は業務について、電子情報処理組織を

使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法に

より行うことができるようにするため、必要な措置を講

ずるものとする。 
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 令和４年９月１日から「組合等登記令」の一部が改正・施行されたことを受けて、「特定非営利

活動促進法に係る諸手続きの手引き(令和３年６月)」のｐ４３８～について更新しました。

組合等登記令（昭和三十九年三月二十三日政令第二十九号）（抄） 

最終改正：令和四年九月一日政令第二百四十九号 

（適用範囲） 

第一条 別表の名称の欄に掲げる法人（以下「組合等」という。）の登記については、他の法令に別

段の定めがある場合を除くほか、この政令の定めるところによる。 

（設立の登記） 

第二条 組合等の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、設立の認可、出資の払込みそ

の他設立に必要な手続が終了した日から二週間以内にしなければならない。 

２ 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。 

一 目的及び業務 

二 名称 

三 事務所の所在場所 

四 代表権を有する者の氏名、住所及び資格 

五 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由 

六 別表の登記事項の欄に掲げる事項 

（変更の登記） 

第三条 組合等において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主

たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、出資若しくは払い込んだ出資の総額又は出資の総口数の変更の登記

は、毎事業年度末日現在により、当該末日から四週間以内にすれば足りる。 

３ 第一項の規定にかかわらず、資産の総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日

から三月以内にすれば足りる。 

（他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記） 

第四条 組合等がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧

所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第二条第二項各号に掲げる事項を登記しな

ければならない。 
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（職務執行停止の仮処分等の登記） 

第五条 組合等を代表する者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処

分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の

所在地において、その登記をしなければならない。 

 

（代理人の登記） 

第六条 組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により主たる事務所又は従たる事務所

の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する参事その他の代理人を選任するこ

とができるものが、当該代理人を選任したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地にお

いて、代理人の氏名及び住所並びに代理人を置いた事務所を登記しなければならない。 

２ 組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により業務の一部に関し一切の裁判上又は

裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができるものが、当該代理人を選任したと

きは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、代理人の氏名及び住所、代理人を置い

た事務所並びに代理権の範囲を登記しなければならない。 

３ 前二項の規定により登記した事項に変更が生じ、又はこれらの項の代理人の代理権が消滅したと

きは、二週間以内に、その登記をしなければならない。 

 

（解散の登記） 

第七条 組合等が解散したときは、合併、破産手続開始の決定及び第八条第二項に規定する承継があ

つたことによる解散の場合を除き、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登

記をしなければならない。 

 

（継続の登記） 

第七条の二 組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により継続することができるもの

が、継続したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、継続の登記をしなけれ

ばならない。 

 

（合併等の登記） 

第八条 組合等が合併をするときは、合併の認可その他合併に必要な手続が終了した日から二週間以

内に、その主たる事務所の所在地において、合併により消滅する組合等については解散の登記を

し、合併後存続する組合等については変更の登記をし、合併により設立する組合等については設立

の登記をしなければならない。 

２ 前項の規定は、組合等が承継（組合等を会員とする他の組合等（以下この項において「連合会」

という。）において、会員が一人になつた連合会の会員たる組合等が別表の根拠法の欄に掲げる法
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律の規定により当該連合会の権利義務を承継することをいう。第十四条第二項において同じ。）を

する場合について準用する。 

 

（分割の登記） 

第八条の二 組合等が分割をするときは、分割の認可その他分割に必要な手続が終了した日から二週

間以内に、その主たる事務所の所在地において、分割をする組合等及び当該組合等がその事業に関

して有する権利義務の全部又は一部を当該組合等から承継する他の組合等（第二十一条の二におい

て「吸収分割承継組合等」という。）については変更の登記をし、分割により設立する組合等につ

いては設立の登記をしなければならない。 

 

（移行等の登記） 

第九条 組合等が種類を異にする組合等となるときは、定款又は寄附行為の変更の認可その他必要な

手続が終了した日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、新たに登記すべきこと

となつた事項を登記し、登記を要しないこととなつた事項の登記を抹消しなければならない。 

 

（清算結了の登記） 

第十条 組合等の清算が結了したときは、清算結了の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在

地において、清算結了の登記をしなければならない。 

 

第十一条から第十三まで 削除 

  

（登記の嘱託） 

第十四条 次に掲げる訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、裁判所書記官は、職権

で、遅滞なく、組合等の主たる事務所の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければなら

ない。 

一 組合等の設立の無効の訴え 

二 組合等の出資一口の金額の減少の無効の訴え 

三 組合等の創立総会、総会、総代会、会員総会、議員総会又は常議員会の決議した事項について

の登記があつた場合におけるこれらの決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え 

２ 組合等の合併（承継を含む。以下この項及び第二十条において同じ。）の無効の訴えに係る請求

を認容する判決が確定した場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、各組合等の主たる事務

所の所在地を管轄する登記所に、合併後存続する組合等については変更の登記を嘱託し、合併によ

り消滅する組合等については回復の登記を嘱託し、合併により設立する組合等については解散の登

記を嘱託しなければならない。 
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３ 官庁が別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により組合等に対し事業を廃止していない旨の届出

をすべき旨を公告した場合において、当該組合等が当該届出をしないことにより当該法律の規定に

より解散したものとみなされたときは、当該官庁は、遅滞なく、その主たる事務所の所在地を管轄

する登記所に解散の登記を嘱託しなければならない。 

４ 官庁は、組合等を代表する者の解任又は組合等の解散を命ずる処分をしたときは、遅滞なく、そ

の主たる事務所の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。 

 

（登記簿） 

第十五条 登記所に、組合等登記簿を備える。 

 

（設立の登記の申請） 

第十六条 設立の登記は、組合等を代表すべき者の申請によつてする。 

２ 設立の登記の申請書には、定款又は寄附行為及び組合等を代表すべき者の資格を証する書面を添

付しなければならない。 

３ 第二条第二項第六号に掲げる事項を登記すべき組合等の設立の登記の申請書には、その事項を証

する書面を添付しなければならない。 

 

（変更の登記の申請） 

第十七条 第二条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、その事項の変更を証する書面

を添付しなければならない。ただし、代表権を有する者の氏、名又は住所の変更の登記について

は、この限りでない。 

２ 組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律中に、出資一口の金額の減少をする場合には、債

権者に対し異議があれば異議を述べるべき旨の公告及び催告をすることを要する旨の規定があるも

のの出資一口の金額の減少による変更の登記の申請書には、その公告及び催告をしたこと並びに異

議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しく

は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該出資一口の

金額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならな

い。 

３ 前項の規定にかかわらず、組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律中に、出資一口の金額

の減少をする場合には、同項の公告を官報のほか定款に定めた時事に関する事項を掲載する日刊新

聞紙又は電子公告（公告の方法のうち、電磁的方法（会社法（平成十七年法律第八十六号）第二条

第三十四号に規定する電磁的方法をいう。）により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の

提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下同

じ。）によつてすることができる旨の規定があるものがこれらの方法による公告をしたときは、同
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項の登記の申請書には、同項の公告及び催告をしたことを証する書面に代えて、これらの方法によ

る公告をしたことを証する書面を添付しなければならない。 

 

（代理人の登記の申請） 

第十八条 第六条第一項の登記の申請書には、代理人の選任を証する書面を添付しなければならな

い。 

２ 第六条第二項の登記の申請書には、代理人の選任及び代理権の範囲を証する書面を添付しなけれ

ばならない。 

３ 第六条第三項の登記の申請書には、登記事項の変更又は代理権の消滅を証する書面を添付しなけ

ればならない。ただし、代理人の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。 

 

（解散の登記の申請） 

第十九条 第七条の解散の登記の申請書には、解散の事由の発生を証する書面を添付しなければなら

ない。 

 

（継続の登記の申請） 

第十九条の二 継続の登記の申請書には、組合等が継続したことを証する書面を添付しなければなら

ない。 

 

（合併による変更の登記の申請） 

第二十条 合併による変更の登記の申請書には、合併により消滅する組合等（当該登記所の管轄区域

内にその主たる事務所があるものを除く。）の登記事項証明書を添付しなければならない。 

２ 組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により合併をする場合には、債権者に対し

異議があれば異議を述べるべき旨の公告及び催告をすることを要するものの合併による変更の登記

の申請書には、その公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者

に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的

として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証

する書面を添付しなければならない。 

３ 前項の規定にかかわらず、組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により合併をす

る場合には、同項の公告を官報のほか定款に定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電

子公告によつてすることができるものがこれらの方法による公告をしたときは、同項の登記の申請

書には、同項の公告及び催告をしたことを証する書面に代えて、これらの方法による公告をしたこ

とを証する書面を添付しなければならない。 
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（合併による設立の登記の申請） 

第二十一条 合併による設立の登記の申請書には、第十六条第二項及び第三項並びに前条に規定する

書面を添付しなければならない。 

 

（分割による変更の登記の申請） 

第二十一条の二 吸収分割承継組合等がする吸収分割による変更の登記の申請書には、次の書面を添

付しなければならない。 

一 分割をする組合等（当該登記所の管轄区域内にその主たる事務所があるものを除く。）の登記

事項証明書 

二 債権者に対し異議があれば異議を述べるべき旨の公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた

債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債

権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は分割をしても当該債権

者を害するおそれがないことを証する書面 

 

（分割による設立の登記の申請） 

第二十一条の三 分割による設立の登記の申請書には、第十六条第二項及び第三項に規定する書面並

びに前条各号に掲げる書面を添付しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により分割をす

る場合には、前条第二号の公告を官報のほか定款に定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙

又は電子公告によつてすることができるものがこれらの方法による公告をしたときは、同項の登記

の申請書には、同号の公告及び催告をしたことを証する書面に代えて、これらの方法による公告を

したことを証する書面を添付しなければならない。 

 

（移行等の登記の申請） 

第二十二条 第九条の登記の申請書には、同条に規定する手続がされたことを証する書面を添付しな

ければならない。 

 

（清算結了の登記の申請） 

第二十三条 清算結了の登記の申請書には、清算が結了したことを証する書面を添付しなければなら

ない。 

 

（登記の期間の計算） 

第二十四条 登記すべき事項であつて官庁の認可を要するものについては、その認可書の到達した時

から登記の期間を起算する。 
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（商業登記法の準用） 

第二十五条 商業登記法（昭和三十八年法律第百二十五号）第一条の三から第五条まで、第七条から第

十五条まで、第十七条から第十九条の三まで、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条（第

十五号を除く。）、第二十五条から第二十七条まで、第五十一条から第五十三条まで、第七十一条第

一項、第七十九条、第八十二条から第八十四条まで、第八十七条、第八十八条、第百三十二条から第

百三十七条まで及び第百三十九条から第百四十八条までの規定は、組合等の登記について準用する。

この場合において、同法第二十五条中「訴え」とあるのは「訴え又は官庁に対する請求」と、同条第

三項中「その本店の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは「その主たる事務所の所在地を管轄す

る地方裁判所又は官庁」と、同法第七十九条中「吸収合併による」とあるのは「吸収合併若しくは組

合等登記令第八条第二項に規定する承継（以下「承継」という。）による」と、「合併を」とあるの

は「合併又は承継を」と、「吸収合併により」とあるのは「吸収合併若しくは承継により」と、同法

第八十二条第一項中「合併による」とあるのは「合併又は承継による」と、「吸収合併後」とあるの

は「吸収合併若しくは承継後」と、同法第八十三条第二項中「吸収合併に」とあるのは「吸収合併若

しくは承継に」と読み替えるものとする。 

 

（特則）  

第二十六条 （略） 

 

 

別表（第一条、第二条、第六条、第七条の二、第八条、第十四条、第十七条、第二十条、第二十一条の

三関係）  

名称 根拠法 登記事項 

特定非営利活動法人 特定非営利活動促進法（平成十年

法律第七号） 

代表権の範囲又は制限に関する

定めがあるときは、その定め 

 

 

【参考】 商業登記法（組合等登記令第二十五条関係）（抄） 

第十九条 官庁の許可を要する事項の登記を申請するには、申請書に官庁の許可書又はその認証があ

る謄本を添附しなければならない。 
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